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７
割
が
医
師
不
足
を
認
識

１
．
調
査
目
的

　

医
療
分
野
に
お
い
て
は
、医
療
従
事
者（
勤

務
医
等
）
は
、
長
時
間
労
働
を
は
じ
め
と
し

て
厳
し
い
勤
務
環
境
に

置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

医
療
従
事
者
の
偏
在
な

ど
需
給
面
で
の
問
題
も

顕
在
化
す
る
な
か
で
、

将
来
に
わ
た
り
医
療
従

事
者
の
労
働
需
要
を
充

足
し
、
安
全
・
安
心
の

医
療
提
供
体
制
を
構

築
・
維
持
し
て
い
く
た

め
に
、
医
療
従
事
者
の

労
働
条
件
の
改
善
や
需

給
調
整
の
仕
組
み
の
再

構
築
な
ど
、
労
働
政
策

的
観
点
か
ら
の
総
合
的

な
対
応
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
当
機
構
で
は
、
医

療
従
事
者
の
な
か
で
も
、

勤
務
実
態
な
ど
を
把
握

で
き
る
調
査
が
比
較
的

少
な
い
勤
務
医（
１
）
を

対
象
と
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、
診
療
科
、

急
性
期
病
院
、
都
市
部

と
過
疎
地
な
ど
で
の
勤
務
環
境
の
相
違
や
、

そ
れ
に
応
じ
た
勤
務
医
が
抱
く
意
識
に
つ
い

て
調
査
し
た
。

　

調
査
は
、
民
間
の
医
療
領
域
専
門
調
査
会

 

７
割
が
医
師
不
足
を
認
識

―
睡
眠
不
足
や
健
康
不
安
も
半
数
近
く
が

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
勤
務
医
の
就
労
実
態
と
意
識
に
関
す
る
調
査
」
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計(n=3467)

＜診療科別＞

麻酔科(n=153)

救急科(n=36)

小児科(n=205)

整形外科(n=286)

呼吸器科・消化器科・循環器科(n=373)

内科(n=855)

外科(n=400)

放射線科(n=114)

脳神経外科(n=123)

眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科…

産科・婦人科(n=147)

精神科(n=260)

その他(n=124)

＜政令指定都市・東京２３区の別＞

はい(n=1057)

いいえ(n=2410)

＜過疎地域の別＞

はい(n=261)

いいえ(n=3206)

非常に感じる まあ感じる どちらとも言えない あまり感じない ほとんど感じない

図表１　医師の不足感

医療従事者をめぐる職場環境と
働くうえでの課題

調査・解析部

特別企画

　

医
療
従
事
者
の
雇
用
環
境
の
改
善
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
地
域
で
必
要
な
医

療
サ
ー
ビ
ス
が
い
つ
で
も
利
用
で
き
る

こ
と
は
、
健
全
な
生
活
を
送
る
た
め
に

欠
か
せ
な
い
が
、
近
年
、
全
国
的
に
医

師
や
看
護
師
不
足
が
深
刻
化
し
て
お
り
、

そ
の
度
合
い
は
地
域
や
診
療
科
な
ど
に

よ
っ
て
も
差
が
み
ら
れ
る
。
夜
勤
や
人

手
不
足
に
伴
う
過
重
労
働
な
ど
で
、
厳

し
い
勤
務
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
勤
務

医
や
看
護
師
は
少
な
く
な
い
。
医
療
従

事
者
が
働
き
が
い
を
感
じ
る
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
職
場
環

境
の
実
現
が
必
要
と
さ
れ
る
な
か
、
厚

生
労
働
省
は
一
〇
月
二
六
日
、「
医
療
分

野
の
『
雇
用
の
質
』
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
」
の
初
会
合
を
開
い
た
。
医

療
分
野
と
雇
用
分
野
の
政
策
を
連
携
さ

せ
な
が
ら
、
主
に
医
師
と
看
護
師
の
雇

用
環
境
の
改
善
策
を
検
討
し
、
年
内
に

も
検
討
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
予
定
だ
。

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
勤
務
医
実
態
調
査
の

ほ
か
、
全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
と
日
本
医

労
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
日
本
看
護

協
会
が
策
定
を
進
め
る
夜
勤
・
交
替
制

勤
務
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
を
も
と

に
、
医
療
現
場
の
課
題
と
解
決
に
向
け

た
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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社
（
ア
ン
テ
リ
オ
社（
２
））
が
保
有
す
る
医

師
モ
ニ
タ
ー
の
う
ち
、
全
国
の
二
〇
床
以
上

の
病
院
に
勤
め
て
い
る
二
四
歳
以
上
の
医
師

を
対
象
（
医
院
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
院
長
は
除

外
）
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
て
実
施
し

た
。
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
省
「
平
成
二
〇
年　

医
師
・
歯
科
医
師
・

薬
剤
師
調
査
」
の
診
療
科
、
施
設
形
態
の
分

布
に
応
じ
て
層
化
し
た
う
え
で
無
作
為
抽
出

し
た
。
回
収
数
と
し
て
三
〇
〇
〇
サ
ン
プ
ル

を
確
保
で
き
る
よ
う
、
配
信
数
を
決
め
て
行

っ
た
。

　

調
査
実
施
時
期
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月

一
日
か
ら
一
二
月
九
日
ま
で
の
九
日
間
。
配

信
数
は
、
一
万
一
一
四
五
人
で
あ
り
、
回
収

数
は
三
五
二
八
票
だ
っ
た
（
回
収
率
三
二
・

〇
％
）。
な
お
、
無
効
票
を
除
い
た
有
効
回

答
数
三
四
六
七
票
（
有
効
回
収
率
三
一
・
〇

％
）
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。

２
．
医
師
の
不
足
感
に
対
す

る
認
識

　

職
場
の
医
師
の
不
足
感
に
つ
い
て
、六
八
・

六
％
が
「
感
じ
る
」（「
非
常
に
感
じ
る
」「
ま

あ
感
じ
る
」
の
合
計
）
と
回
答
し
て
い
る
。

七
割
弱
が
医
師
の
不
足
感
を
感
じ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。「
感
じ
な
い
」（「
ほ
と
ん
ど
感
じ

な
い
」「
あ
ま
り
感
じ
な
い
」
の
合
計
）
と
回

答
し
た
者
は
一
四
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
診
療
科
別
に
み
る
と
、「
感
じ
る
」
と

し
て
い
る
診
療
科
は
、「
麻
酔
科
」
が
八
一
・

七
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
、「
救
急

科
」（
七
七
・
八
％
）、「
小
児
科
」（
七
〇
・
七
％
）、

「
整
形
外
科
」（
七
〇
・
六
％
）
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。

　

政
令
指
定
都
市
・
東
京
二
三
区
か
ど
う
か

の
別
に
み
る
と
、
政
令
指
定
都
市
・
東
京
二

三
区
に
所
在
す
る
病
院
に
勤
務
す
る
者
よ
り
、

そ
れ
以
外
で
勤
め
て
い
る
者
の
ほ
う
が
「
感

じ
る
」
と
す
る
割
合
は
高
い
。
過
疎
地
域
か

ど
う
か
の
別
に
み
る
と
、
過
疎
地
域
に
所
在

す
る
病
院
で
働
い
て
い
る
者
の
ほ
う
が
「
感

じ
る
」と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る（
図

表
１
）（
と
く
に
過
疎
地
域
で
働
い
て
い
る
者

の「
非
常
に
感
じ
る
」と
す
る
割
合
は
四
二
・

一
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
）。

３
．
勤
務
医
の
勤
務
実
態

主
た
る
勤
務
先
の
勤
務
形
態

　

調
査
で
は
、
主
た
る
勤
務
先（
３
）の
勤
務

形
態
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、「
常
勤
」
が
九
一
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、

「
非
常
勤
」
が
七
・
四
％
、「
ア
ル
バ
イ
ト
」

が
一
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
非
常
勤
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

（「
非
常
勤
」
と
「
ア
ル
バ

イ
ト
」
の
合
計
）
を
年
齢
別

に
み
る
と
、「
二
〇
歳
代
」
が

二
六
・
〇
％
、「
三
〇
歳
代
」

が
一
四
・
五
％
と
な
っ
て
お

り
、
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど

そ
の
割
合
は
低
下
し
て
い
る

が
、「
六
〇
歳
代
以
上
」で
八
・

四
％
に
上
昇
し
て
い
る
。
主

た
る
勤
務
先
の
場
合
、「
非
常

勤
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
は
、
二

〇
歳
代
、
三
〇
歳
代
の
若
年

齢
層
及
び
六
〇
歳
代
以
上
の

高
年
齢
層
で
、
他
の
年
齢
層

に
比
べ
割
合
が
高
く
な
っ
て

い
る
。

　
「
非
常
勤
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

に
つ
い
て
、
性
別
に
み
る
と
、

「
男
性
」
で
六
・
九
％
、「
女

性
」
で
二
〇
・
九
％
と
な
っ

て
い
る
。
性
・
年
齢
別
に
み

る
と
、
男
女
と
も
に
、
年
齢

が
低
く
な
る
ほ
ど
、「
非
常

勤
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
割
合

が
高
く
な
る
こ
と
に
差
は
な

図表２　勤務形態 （単位＝％)

n 常勤 非常勤 アルバ
イト

非常勤
・アル
バイト

計 3467 91.7 7.4 1.0  8.4
＜年齢別＞
  ２0歳代  1２3 74.0 ２6.0 0.0 ２6.0
  30歳代 11２1 85.5 1２.5 ２.0 14.5
  40歳代 1２13 95.1  4.1 0.8  4.9
  50歳代  843 97.5  ２.3 0.２  ２.5
  60歳代以上  167 91.6  8.4 0.0  8.4
＜性・子供の有無別＞

男
性

子供がいない  6２0 87.4 11.8 0.8 1２.6
1２歳以下の子供がいる 1576 9２.8  6.２ 1.0  7.２
13歳以上の子供がいる  9２6 97.２  ２.6 0.２  ２.8

女
性

子供がいない  ２0２ 8２.7 14.9 ２.5 17.4
1２歳以下の子供がいる  110 70.9 ２3.6 5.5 ２9.1
13歳以上の子供がいる   33 84.8 15.２ 0.0 15.２
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＜主たる勤務先の勤務形態＞

常勤(n=3178)

非常勤(n=255)

アルバイト(n=34)

＜性・勤務形態別＞

男性(n=3122)

男性：常勤(n=2905)

男性：非常勤・アルバイト(n=217)

女性(n=345)

女性：常勤(n=273)

女性：非常勤・アルバイト(n=72)
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収入を増やしたいから

勤務先からの指示があるから

１つの勤務先だけでは生活自体が営めないから

不足している専門科の病院から要請があったから

自分が活躍できる場を広げたいから

複数の病院で知識・技術を習得したいから

現在の仕事で培った能力を活用したいから

様々な分野の人とつながりができるから

時間のゆとりがあるから

短時間勤務で複数の勤務先で働く方が効率的

その他

※複数の勤務先で働いている者を対象に集計。

図表３　勤務先数

図表４　複数の勤務先で働く理由（複数回答、n=1806、単位＝％）
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い
が
、「
女
性
」
で
は
、
そ
の
割
合
が
「
三
〇

歳
代
以
下
」
で
二
五
・
一
％
、「
四
〇
歳
代
」

で
一
六
・
四
％
と
な
っ
て
お
り
、「
男
性
」
に

比
べ
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
性
・
子
供
の
有

無
別（
４
）に
み
る
と
、「
非
常
勤
・
ア
ル
バ
イ

ト
」
に
つ
い
て
、「
男
性
」
で
「
子
供
が
い
な

い
」
者
が
一
二
・
六
％
と
も
っ
と
も
高
い
が
、

「
女
性
」
で
は
、「
一
二
歳
以
下
の
子
供
が
い

る
」
者
が
も
っ
と
も
高
く
、
二
九
・
一
％
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
２
）。

　

経
営
形
態
別
に
み
る
と
、「
国
立
（
独
立
行

政
法
人
・
国
立
大
学
法
人
含
む
）」
で
「
非

常
勤
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
割
合
は
一
八
・
四

％
と
、
他
の
経
営
形
態
に
比
べ
て
高
く
、
次

い
で
、「
個
人
」（
九
・
八
％
）、「
医
療
法
人
」

（
七
・
〇
％
）、「
公
立
」（
六
・
〇
％
）、「
学
校

法
人
」（
五
・
七
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

病
床
数
規
模
別
に
み
る
と
、「
五
〇
〇
床
以

上
」
で
一
一
・
一
％
と
高
く
、
次
い
で
、「
一

〇
〇
床
未
満
」
が
九
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

複
数
就
業
と
そ
の
理
由

　

調
査
で
は
、
前
月
に
勤
務
し
た
病
院
の
勤

務
先
数
（
以
下
、「
勤
務
先
数
」
と
略
す
）
を

尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
一
カ
所
」

と
す
る
者
（
す
な
わ
ち
複
数
の
勤
務
先
で
働

い
て
い
な
い
者
）
が
四
七
・
九
％
と
も
っ
と

も
割
合
が
高
く
、次
い
で
、「
二
カ
所
」（
二
〇
・

九
％
）、「
三
カ
所
」（
一
四
・
四
％
）、「
五
カ
所

以
上
」（
九
・
二
％
）、「
四
カ
所
」（
七
・
六
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
約
半
数

が
複
数
の
勤
務
先
で
働
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

　

こ
れ
を
主
た
る
勤
務
先
（
一
カ
所
目
の
勤

務
先
）の
勤
務
形
態
別
に
み
る
と
、「
一
カ
所
」

と
す
る
割
合
は
、「
常
勤
」
で
五
〇
・
五
％
と

な
っ
て
い
る
一
方
で
、「
非
常
勤
」
は
二
〇
・

〇
％
、「
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
一
一
・
八
％
と
な

っ
て
お
り
、「
非
常
勤
」「
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
ほ

う
が
、
勤
務
先
数
が
お
お
む
ね
増
え
て
い
る

（
図
表
３
）。

　

複
数
の
勤
務
先
で
働
く
理
由
は
、「
収
入
を

増
や
し
た
い
か
ら
」
が
四
八
・
一
％
と
も
っ

と
も
多
く
、
次
い
で
、「
勤
務
先
か
ら
の
指
示

が
あ
る
か
ら
」（
三
六
・
五
％
）、「
一
つ
の
勤

務
先
だ
け
で
は
生
活
自
体
が
営
め
な
い
か

ら
」（
三
四
・
四
％
）、「
不
足
し
て
い
る
専
門

科
の
病
院
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
か
ら
」（
三

三
・
四
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
４
）。

日
直
及
び
宿
直
の
状
況

　

主
た
る
勤
務
先
で
の
一
カ
月
間
の
平
均
的

な
日
直
と
宿
直
の
回
数
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

日
直
回
数
は
、「
一
～
二
回
」
が
五
一
・
〇
％

で
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、次
い
で「
な
し
」

（
三
八
・
二
％
）、「
三
～
四
回
」（
六
・
三
％
）

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
宿
直
回
数
は
、

「
一
～
二
回
」
が
三
四
・
八
％
と
な
っ
て
お

り
、
次
い
で
「
な
し
」（
三
二
・
六
％
）、「
三

～
四
回
」（
二
一
・
八
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。「
日
直
あ
り
」（
日
直
一
回
以
上
の
合
計
）

は
六
一
・
八
％
、「
宿
直
あ
り
」（
宿
直
一
回
以

上
の
合
計
）
は
六
七
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

日
直
・
宿
直
そ
れ
ぞ
れ
の
回
数
を
年
齢
別

に
み
る
と
、
年
齢
が
低
く
な
る
ほ
ど
、「
日
直

あ
り
」「
宿
直
あ
り
」
の
い
ず
れ
の
割
合
も
高

く
な
っ
て
い
る（
図
表
５
）。
性
別
に
み
る
と
、

「
男
性
」
の
ほ
う
が
、「
日
直
あ
り
」「
宿
直
あ

り
」
と
も
に
割
合
が
高
い
。

図表５　主たる勤務先の日直・宿直の月当たりの回数 （単位＝％)

n
日直の回数 宿直の回数

なし 1～２回 3～4回 5回以上
日直あり

計
なし 1～２回 3～4回 5回以上

宿直あり

計
計 3467 38.２ 51.0 6.3 4.5 61.8 3２.6 34.8 ２1.8 10.8 67.4

＜年齢別＞
  ２0歳代  1２3 ２3.6 67.5 4.9 4.0 76.4 11.4 39.0 34.1 15.5 88.6
  30歳代 11２1 31.1 56.7 8.1 4.0 68.8 ２3.6 39.8 ２5.1 11.6 76.5
  40歳代 1２13 36.9 5２.3 5.8 5.1 63.２ ２7.0 38.２ ２4.0 10.9 73.1
  50歳代  843 47.0 43.3 5.5 4.２ 53.0 47.9 ２7.0 15.1  9.9 5２.0
  60歳代以上  167 61.1 ２9.9 ２.4 6.6 38.9 71.3 13.２  8.4  7.２ ２8.8

※ 1　日直及び宿直の回数の「5回以上」は「5～ 6回」「7～ 9回」「10回以上」の合計。
※ 2�　日直あり・計」は、「1～ 2回」「3～ 4回」「5回以上」の合計。「宿直あり・計」は、「1～ 2回」「3～ 4回」「5回以上」の合計。

図表７　宿直翌日の勤務体制
（単位＝％)

n 通常どおり
勤務する

午前中勤務し午後
から休みである 一日休みである その他 何らかの

休みあり
計 ２338 86.２  9.8  ２.5 1.5 1２.3

＜宿直１回当たり睡眠時間別＞
ほとんど睡眠できない   81 75.3 17.3  6.２ 1.２ ２3.5
２時間未満  135 78.5 15.6  ２.２ 3.7 17.8
２～３時間未満  ２4２ 78.9 15.3  5.0 0.8 ２0.3
３～４時間未満  647 84.9 11.0  ２.6 1.5 13.6
４時間以上 1２33 89.9  6.9  1.8 1.4  8.7

＜診療科別＞
内科  570 84.6 11.6  ２.5 1.4 14.1
外科  ２95 90.8  6.4  1.0 1.7  7.4
整形外科  197 89.8  8.1  1.0 1.0  9.1
脳神経外科   96 79.２ 15.6  3.1 ２.1 18.7
小児科  147 68.7 ２3.1  6.1 ２.0 ２9.２
産科・婦人科  103 95.1  1.0  ２.9 1.0  3.9
呼吸器科・消化器科・
循環器科  ２76 91.3  6.9  1.8 0.0  8.7

精神科  195 93.3  4.6  1.5 0.5  6.1
眼科・耳鼻咽喉科・
泌尿器科・皮膚科  ２30 9２.２  5.7  1.3 0.9  7.0

救急科   34 41.２ 3２.4 ２3.5 ２.9 55.9
麻酔科   87 7２.4 14.9  4.6 8.0 19.5
放射線科   46 91.3  6.5  ２.２ 0.0  8.7
その他   6２ 79.0 14.5  1.6 4.8 16.1

※�宿直がある者を対象に集計。「何らかの休みあり」は、「午前中勤務し午後から休みである」「一日休みである」の合計。
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＜宿直1回当たりの

平均患者数別＞

ほとんどいない(n=243)

１～４人(n=1164)

５～９人(n=568)

１０人以上(n=363)

ほとんど睡眠できない ２時間未満 ２～３時間未満 ３～４時間未満 ４時間以上

※宿直がある者を対象に集計。

図表６　宿直１回当たりの平均睡眠時間
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日
直
「
五
回
以
上
」
の
割
合
を
診
療
科
別

に
み
る
と
、「
救
急
科
」（
三
三
・
四
％
）、「
麻

酔
科
」（
八
・
五
％
）、「
産
科
・
婦
人
科
」（
八
・

二
％
）
な
ど
が
高
い
。
一
方
、
宿
直
「
五
回

以
上
」の
割
合
を
み
る
と
、「
救
急
科
」（
六
三
・

九
％
）、「
産
科
・
婦
人
科
」（
二
七
・
八
％
）、「
小

児
科
」（
二
一
・
〇
％
）
な
ど
が
高
く
な
っ
て

い
る
。

　

宿
直
が
あ
る
者
に
つ
い
て
、
宿
直
一
回
当

た
り
に
診
療
し
た
（
救
急
患
者
を
含
む
）
平

均
患
者
数
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
一
～
四
人
」

が
四
九
・
八
％
と
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、

次
い
で
、「
五
～
九
人
」（
二
四
・
三
％
）、「
一

〇
人
以
上
」（
一
五
・
五
％
）、「
ほ
と
ん
ど
い

な
い
」（
一
〇
・
四
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
診

療
科
別
に
み
る
と
、「
一
〇
人
以
上
」
の
割
合

は
「
救
急
科
」
が
三
五
・
三
％
と
も
っ
と
も

高
く
、
次
い
で
、「
小
児
科
」（
三
三
・
三
％
）、

「
呼
吸
器
科
・
消
化
器
科
・
循
環
器
科
」（
二

三
・
九
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

宿
直
一
回
当
た
り
の
平
均
睡
眠
（
仮
眠
）

時
間
を
み
る
と
、「
四
時
間
以
上
」
が
五
二
・

七
％
と
も
っ
と
も
割
合
が
高
い
も
の
の
、
次

い
で
「
三
～
四
時
間
未
満
」（
二
七
・
七
％
）、

「
二
～
三
時
間
未
満
」（
一
〇
・
四
％
）、「
二

時
間
未
満
」（
五
・
八
％
）と
な
っ
て
お
り
、「
ほ

と
ん
ど
睡
眠
で
き
な
い
」
の
三
・
五
％
を
合

わ
せ
る
と
、
半
数
弱
が
、
平
均
睡
眠
時
間
が

四
時
間
未
満
で
あ
る
。
こ
れ
を
宿
直
一
回
当

た
り
の
平
均
患
者
数
別
に
み
る
と
、
患
者
数

が
増
え
る
ほ
ど
、
平
均
睡
眠
時
間
は
少
な
く

な
り
、「
ほ
と
ん
ど
睡
眠
で
き
な
い
」
と
す
る

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図
表
６
）。

　

宿
直
翌
日
の
勤
務
体
制
は
、「
通
常
ど
お
り

勤
務
す
る
」
が
八
六
・
二
％
と
、
も
っ
と
も

割
合
が
高
く
、
次
い
で
「
午
前
中
勤
務
し
午

後
か
ら
休
み
で
あ
る
」（
九
・
八
％
）、「
一
日

休
み
で
あ
る
」（
二
・
五
％
）
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。

　

宿
直
一
回
当
た
り
睡
眠
時
間
別
に
み
る
と
、

お
お
む
ね
睡
眠
時
間
が
短
く
な
る
ほ
ど
、「
何

ら
か
の
休
み
あ
り
」（「
午
前
中
勤
務
し
午
後

か
ら
休
み
で
あ
る
」「
一
日
休
み
で
あ
る
」
の

合
計
）
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。
診
療

科
別
に
み
る
と
、「
何
ら
か
の
休
み
あ
り
」
の

割
合
は
「
救
急
科
」
が
五
五
・
九
％
と
も
っ

と
も
高
く
、
次
い
で
、「
小
児
科
」（
二
九
・
二

％
）、「
麻
酔
科
」（
一
九
・
五
％
）、「
脳
神
経
外

科
」（
一
八
・
七
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
７
）。

オ
ン
コ
ー
ル
出
勤
の
状
態
と
回
数

　

過
去
一
カ
月
間
で
の
オ
ン
コ
ー
ル
出
勤
し

た
回
数
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
そ
も
そ

も
オ
ン
コ
ー
ル
は
な
い
」
が
一
一
・
八
％
と

な
っ
て
お
り
、
八
八
・
二
％
が
オ
ン
コ
ー
ル

の
あ
る
働
き
方
を
し
て
い
る
。

　
「
オ
ン
コ
ー
ル
の
あ
る
働
き
方
を
し
て
い

る
者
」
に
つ
い
て
、
過
去
一
カ
月
間
の
回
数

の
実
績
を
み
る
と
、「
一
～
三
回
」
が
四
九
・

九
％
と
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、次
い
で「
〇

回
」（
二
九
・
五
％
）、「
四
～
六
回
」（
一
四
・

三
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

診
療
科
別
に
み
る
と
、「
四
回
以
上
」（「
四

～
六
回
」「
七
～
九
回
」「
一
〇
回
以
上
」
の
合

計
）
の
割
合
は
、「
脳
神
経
外
科
」
で
三
六
・

七
％
と
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、「
産
科
・

婦
人
科
」（
三
一
・
三
％
）、「
呼
吸
器
科
・
消

化
器
科
・
循
環
器
科
」（
三
〇
・
九
％
）、「
外

科
」（
二
九
・
〇
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
８
）。

　

オ
ン
コ
ー
ル
の
有
無
を
年
齢
別
に
み
る
と
、

「
オ
ン
コ
ー
ル
の
あ
る
働
き
方
を
し
て
い
る

者
」
の
割
合
は
、「
五
〇
歳
代
」「
四
〇
歳
代
」

「
三
〇
歳
代
」
で
高
く
な
っ
て
い
る
（「
そ

も
そ
も
オ
ン
コ
ー
ル
は
な
い
」
と
す
る
割
合

は
「
二
〇
歳
代
」
が
一
六
・
三
％
で
も
っ
と

も
高
く
、「
六
〇
歳
代
」
も
一
五
・
六
％
と
高

い
）。
た
だ
し
、「
オ
ン
コ
ー
ル
の
あ
る
働
き

方
を
し
て
い
る
者
」
で
は
、「
四
回
以
上
」
の

割
合
は
年
齢
が
低
く
な
る
ほ
ど
、
お
お
む
ね

高
く
な
っ
て
い
る
。

　

性
別
に
み
る
と
、「
女
性
」
の
ほ
う
が
「
男

性
」
に
比
べ
、「
そ
も
そ
も
オ
ン
コ
ー
ル
は
な

い
」
と
す
る
割
合
が
高
い
。
性
・
子
供
の
有

無
別
に
み
る
と
、「
女
性
」
で
は
「
一
二
歳
以

下
の
子
供
が
い
る
」
者
で
「
そ
も
そ
も
オ
ン

コ
ー
ル
は
な
い
」
と
す
る
割
合
が
高
い
。

４
．
労
働
時
間
と
年
休
取
得

日
数

　

主
た
る
勤
務
先
で
の
一
週
間
当
た
り
の
実

際
の
労
働
時
間
（
時
間
外
労
働
（
残
業
）
時

間
を
含
む
。
休
憩
時
間
は
除
く
）
は
、
平
均

で
四
六
・
六
時
間
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
分

布
を
み
る
と
、「
四
〇
～
五
〇
時
間
未
満
」
が

二
六
・
六
％
、「
五
〇
～
六
〇
時
間
未
満
」
が

二
三
・
五
％
、「
六
〇
～
七
〇
時
間
未
満
」
が

一
五
・
五
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。「
六
〇

時
間
以
上
」（「
六
〇
～
七
〇
時
間
未
満
」「
七

〇
～
八
〇
時
間
未
満
」「
八
〇
時
間
以
上
」
の

合
計
）
の
割
合
は
、
二
七
・
四
％
と
な
っ
て

い
る
。

　
「
六
〇
時
間
以
上
」
の
割
合
に
つ
い
て
診

療
科
別
に
み
る
と
、「
外
科
」
が
四
三
・
一
％

と
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、
次
い
で
、「
救
急

科
」（
四
一
・
七
％
）、「
脳
神
経
外
科
」（
四
〇
・

二
％
）、「
小
児
科
」（
三
九
・
五
％
）
な
ど
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
９
）。

　
「
六
〇
時
間
以
上
」
の
割
合
を
月
当
た
り

の
宿
直
回
数
別
に
み
る
と
、
宿
直
回
数
が
多

く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い

る
。
宿
直
翌
日
の
勤
務
体
制
別
に
み
る
と
、

図表８　診療科別にみたオンコールの状況と月当たりのオンコール出勤回数
（単位＝％）

n そもそもオン
コールはない

オンコールの
ある働き方を
している者

月当たり出勤回数
4回以上計

0回 1回～3回 4回～6回 7回～9回 10回以上

計 3467 11.8 88.２(100.0) ２9.5 49.4 14.3 ２.9  3.8 ２1.0

＜診療科別＞
内科  855 15.0 85.0(100.0) 36.0 46.1 1２.4 3.0  ２.5 17.9
外科  400  3.5 96.5(100.0) 14.２ 56.7 ２２.8 ２.1  4.1 ２9.0
整形外科  ２86  7.7 9２.3(100.0) 3２.6 51.5 10.6 ２.3  3.0 15.9
脳神経外科  1２3  ２.4 97.6(100.0) 14.２ 49.２ ２1.7 5.0 10.0 36.7
小児科  ２05 1２.２ 87.8(100.0) ２7.２ 5２.２  9.4 5.0  6.1 ２0.6
産科・婦人科  147  8.8 91.２(100.0) 17.9 50.7 14.２ 7.5  9.7 31.3
呼吸器科・消化器科・循環器科  373  8.0 9２.0(100.0) 18.4 50.7 ２3.0 3.２  4.7 30.9
精神科  ２60 ２7.3 7２.7(100.0) 55.0 36.5  6.3 1.1  1.1  8.5
眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科  391  9.5 90.5(100.0) 31.1 53.7 11.3 ２.0  ２.0 15.3
救急科  36 19.4 80.6(100.0) 34.5 6２.1  0.0 0.0  3.4  3.4
麻酔科  153 11.8 88.２(100.0) 19.3 57.8 15.6 4.4  3.0 ２3.0
放射線科  114 15.8 84.２(100.0) 55.２ 37.5  5.２ 1.0  1.0  7.3
その他  1２4 18.5 81.5(100.0) 43.6 35.6 1２.9 ２.0  5.9 ２0.8

※「4回以上計」は、「4～ 6回」「7～ 9回」「10 回以上」の合計。
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宿
直
翌
日
が
「
一
日
休
み
で
あ
る
」
場
合
は
、

「
六
〇
時
間
以
上
」
の
割
合
は
一
六
・
九
％

と
な
っ
て
お
り
「
通
常
ど
お
り
勤
務
す
る
」

「
午
前
中
勤
務
し
午
後
か
ら
休
み
で
あ
る
」

に
比
べ
て
低
い
。
オ
ン
コ
ー
ル
の
状
態
別
に

み
る
と
、
オ
ン
コ
ー
ル
の
回
数
が
増
加
す
る

ほ
ど
、
お
お
む
ね
「
六
〇
時
間
以
上
」
の
割

合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

調
査
で
は
、
複
数
就
業
の
場
合
の
他
の
勤

務
先
を
含
め
た
一
週
間
当
た
り
の
実
際
の
労

働
時
間
（
以
下
、「
週
当
た
り
全
労
働
時
間
」

と
略
す
）
に
つ
い
て
も
尋
ね
て
い
る
。
そ
の

平
均
は
五
三
・
二
時
間
で
あ
る
（
主
た
る
勤

務
先
（
一
カ
所
目
）
の
み
の
平
均
は
四
七
・

七
時
間
）。
週
当
た
り
全
労
働
時
間
の
分
布

を
み
る
と
、「
五
〇
～
六
〇
時
間
未
満
」
が
二

四
・
四
％
で
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、
次
い

で
、「
四
〇
～
五
〇
時
間
未
満
」（
二
一
・
八
％
）、

「
六
〇
～
七
〇
時
間
未
満
」（
二
〇
・
〇
％
）

な
ど
と
な
っ
て
お
り
、「
六
〇
時
間
以
上
」
の

割
合
は
四
〇
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

勤
務
先
数
別
に
み
る
と
、
勤
務
先
の
数
が

増
え
る
ほ
ど
、
週
当
た
り
全
労
働
時
間
の
平

均
は
高
く
な
っ
て
お
り
、「
五
カ
所
以
上
」
の

場
合
は
六
二
・
二

時
間
で
あ
る
。
勤

務
先
数
が
増
え
る

ほ
ど
、「
六
〇
時
間

以
上
」
の
割
合
も

お
お
む
ね
高
く
な

っ
て
い
る
（
図
表

10
）。

　

次
に
、
主
た
る

勤
務
先
で
の
昨
年

一
年
間
に
実
際
に

取
得
し
た
年
次
有

給
休
暇
の
取
得
日

数
は
、「
四
～
六

日
」
が
二
五
・
八

％
と
も
っ
と
も
割

合
が
高
く
、
次
い

で
「
一
～
三
日
」

（
二
四
・
九
％
）、

「
〇
日
」（
二
二
・

三
％
）
な
ど
と
な

っ
て
お
り
、
約
半

数（
四
七
・
二
％
）

が
「
三
日
以
下
」

（「
〇
日
」「
一
～

三
日
」
の
合
計
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

主
た
る
勤
務
先

の
週
当
た
り
労
働

時
間
別
に
み
る
と
、

労
働
時
間
が
二
〇
時
間
以
上
に
つ
い
て
は
、

労
働
時
間
が
長
く
な
る
ほ
ど
、
年
次
有
給
休

暇
の
取
得
日
数
「
三
日
以
下
」
の
割
合
が
高

く
な
る
一
方
で
、「
七
日
以
上
」
の
割
合
が
低

く
な
っ
て
い
る
（
図
表
11
）。

　
「
三
日
以
下
」
の
割
合
を
診
療
科
別
に
み

る
と
、「
脳
神
経
外
科
」
が
五
五
・
二
％
と
も

っ
と
も
割
合
が
高
く
、次
い
で
「
呼
吸
器
科
・

消
化
器
科
・
循
環
器
科
」（
五
二
・
八
％
）、「
救

急
科
」（
五
〇
・
〇
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

月
当
た
り
の
日
直
回
数
別
に
み
る
と
、
日

直
回
数
が
増
加
す
る
ほ
ど
、
年
次
有
給
休
暇

の
取
得
日
数
「
三
日
以
下
」
の
割
合
が
高
く

な
る
。
同
様
に
、
月
当
た
り
宿
直
回
数
別
で

み
て
も
、
宿
直
回
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
、
そ

の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。
オ
ン
コ
ー
ル

の
状
態
別
に
み
る
と
、
オ
ン
コ
ー
ル
の
回
数

が
増
加
す
る
ほ
ど
、お
お
む
ね「
三
日
以
下
」

の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

５
．
満
足
度

　

医
療
業
務
に
携
わ
る
う
え
で
の
満
足
度
を

み
る
と
、「
満
足
で
あ
る
」（「
満
足
し
て
い

る
」「
ま
あ
満
足
」
の
合
計
）
と
す
る
割
合
で

も
っ
と
も
高
い
の
は
、「
勤
務
先
（
職
場
全

体
）」（
六
四
・
〇
％
）
で
あ
り
、
次
い
で
、「
勤

務
先
の
仕
事
の
質
、
内
容
」（
五
八
・
六
％
）、

「
患
者（
と
そ
の
家
族
）と
の
関
係
」（
五
六
・

四
％
）、「
職
場
の
人
間
関
係
」（
五
六
・
二
％
）

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
不
満
で
あ

る
」（「
不
満
」「
少
し
不
満
」
の
合
計
）
と
す

る
割
合
が
も
っ
と
も
高
い
の
は
、「
給
料
・
賃

金
の
額
」（
三
七
・
七
％
）
で
あ
り
、
次
い
で
、

「
休
日
・
休
暇
の
日
数
」（
三
七
・
〇
％
）、「
研

究
等
ス
キ
ル
向
上
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
費

や
す
時
間
」（
二
九
・
三
％
）、「
労
働
時
間
の

長
さ
」（
二
八
・
一
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る

図表10　他の就労先も含めた週当たり全労働時間 （単位＝％)

n
週当たり労働時間

60 時間
以上計

平均
（時間）

２0時間
未満

２0～40
時間未満

40～50
時間未満

50～60
時間未満

60～70
時間未満

70～80
時間未満

80時間
以上

他の就労先を含めた週
当たり全労働時間・計

34２9  8.２ 5.7 ２1.8 ２4.4 ２0.0 10.0 10.0 40.0 53.２

＜勤務病院数別＞
１カ所 1655 13.7 5.7 ２4.4 ２5.7 17.9  7.6  5.1 30.6 47.7
２カ所  7２0  ２.9 6.5 ２5.8 ２4.9 19.0 10.7 10.1 39.9 55.6
３カ所  489  4.3 5.5 16.8 ２２.9 ２3.5 1２.7 14.3 50.5 57.9
４カ所  ２57  3.1 5.4 1２.8 19.8 ２3.7 15.２ 19.8 58.8 61.5
５カ所以上  308  1.3 4.5 14.0 ２２.4 ２4.7 1２.7 ２0.5 57.8 6２.２
※無回答を除き集計。

図表11　年次有給休暇取得日数 （単位＝％）

n
年次有給休暇取得日数 日数 ２分類

0日 1～
3日

4～
6日

７～
10 日

11 ～
15 日

16 ～
19 日

２0 日
以上

3日
以下

7日
以上

計 3467 ２２.3 ２4.9 ２5.8 17.1 6.4 1.8 1.7 47.２ ２7.0
＜主たる勤務先の週当たり労働時間別＞
２0時間未満  415 33.5 19.0 ２1.7 15.9 6.7 1.4 1.7 5２.5 ２5.7
２0～40時間未満  363 19.0 ２0.7 ２4.8 ２1.２ 8.0 4.1 ２.２ 39.7 35.5
40～50時間未満  919 16.1 ２5.7 ２7.4 17.8 8.２ ２.4 ２.4 41.8 30.8
50～60時間未満  813 18.8 ２6.0 30.4 17.5 4.9 1.1 1.4 44.8 ２4.9
60～80時間未満  764 ２5.9 ２7.9 ２3.0 15.8 4.8 0.9 1.6 53.8 ２3.1
80時間以上  183 34.4 ２5.1 ２0.8 1２.0 6.6 1.1 0.0 59.5 19.7
※ 1　「3日以下」は、「0日」「1～ 3日」の合計。「7日以上」は「7～ 10日」「11～ 15日」「16～ 19日」「20日以上」の合計。
※ 2　診療科は「3日以下」の割合で降順で並べ替え作成。

図表９　週当たり労働時間 （単位＝％）

n
週当たり労働時間

60 時間
以上計 平均時間

２0時間未満 ２0～40時間
未満

40～50時間
未満

50～60時間
未満

60～70時間
未満

70～80時間
未満 80時間以上

3457 1２.0 10.5 ２6.6 ２3.5 15.5  6.6  5.3 ２7.4 46.6

＜診療科別＞
外科  399 10.5  ２.8 19.5 ２4.1 ２２.3 11.3  9.5 43.1 5２.5
救急科   36  5.6  8.3 ２5.0 19.4 16.7 13.9 11.1 41.7 54.0
脳神経外科  1２２  4.9  6.6 ２4.6 ２3.8 ２1.3 10.7  8.２ 40.２ 53.3
小児科  ２05  5.4 10.２ 15.6 ２9.3 ２4.9  8.3  6.3 39.5 5２.0
産科・婦人科  145 11.0  5.5 ２7.6 ２２.1 17.9  7.6  8.3 33.8 49.4
呼吸器科・消化器科・循環器科  371 11.3  7.0 ２0.8 ２7.２ 16.7  8.9  8.1 33.7 49.4
整形外科  ２85 1２.6  9.8 ２5.6 ２3.２ 17.5  7.0  4.２ ２8.8 46.8
麻酔科  153  8.5 13.1 3２.7 ２3.5 15.0  ２.6  4.6 ２２.２ 45.8
内科  853 15.0 13.7 ２8.4 ２1.3 1２.5  5.２  3.9 ２1.6 43.4
眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科  390 13.8  9.5 3２.1 ２4.1 1２.1  4.6  3.8 ２0.5 44.3
放射線科  114  7.9  7.0 37.7 ２9.8 10.5  4.4  ２.6 17.5 46.1
精神科  ２60 16.9 ２5.8 ２9.２ 15.8  9.２  1.9  1.２ 1２.3 38.4
その他  1２4  9.7  7.3 35.5 ２8.２ 11.3  5.6  ２.4 19.4 46.0



特別企画―医療従事者をめぐる職場環境と働くうえでの課題

Business Labor Trend 2012.12

33

（
図
表
12
）。

６
．
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
体
験

　

自
身
の
「
疲
労
感
」「
睡
眠
不
足
感
」「
健
康

不
安
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
感
じ
る
」

（「
非
常
に
感
じ
る
」「
ま
あ
感
じ
る
」の
合
計
）

と
回
答
し
た
者
の
割
合
は
、「
疲
労
感
」
が
六

〇
・
三
％
、「
睡
眠
不
足
感
」
が
四
五
・
五
％
、

「
健
康
不
安
」
が
四
九
・
二
％
と
な
っ
て
い

る
。

　

疲
労
感
に
対
す
る
認
識
別
に
健
康
不
安
を

み
る
と
、
疲
労
を
感
じ
て
い
る
者
の
健
康
不

安
を
「
感
じ
る
」
割
合
は
七
三
・
八
％
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
睡
眠
不
足
感
に
対
す
る

認
識
別
に
健
康
不
安
を
み
る
と
、
睡
眠
不
足

感
を
感
じ
て
い
る
者
の
健
康
不
安
を
「
感
じ

る
」
割
合
は
八
〇
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
13
）。

　

調
査
で
は
、「
医
療
事
故
に
つ
な
が
り
か
ね

な
い
よ
う
な
「
ひ
や
り
」
あ
る
い
は
「
は
っ

と
」
し
た
体
験
が
あ
る
か
」
に
つ
い
て
尋
ね

て
い
る
（
以
下
、「
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
体
験
が

あ
る
」と
略
す
）。「
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
体
験
」

が
あ
る
か
に
つ
い
て
、「
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ

る
」が
八
・
九
％
、「
と
き
ど
き
そ
う
で
あ
る
」

が
六
八
・
〇
％
、「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
が
二
三
・

〇
％
と
な
っ
て
い
る
。「
何
ら
か
の
ヒ
ヤ
リ
・

ハ
ッ
ト
体
験
が
あ
る
」（「
ほ
と
ん
ど
そ
う
で

あ
る
」「
と
き
ど
き
そ
う
で
あ
る
」
の
合
計
）

と
す
る
割
合
は
七
六
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
疲
労
感
に
対
す
る
認
識
別
に
み
る

と
、
疲
労
感
を
感
じ
て
い
る
者
ほ
ど
、「
ほ
と

ん
ど
そ
う
で
あ
る
」
と
す
る
割
合
は
高
く
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
睡
眠
不
足
感
に
対
す
る

認
識
別
に
み
て
も
、
睡
眠
不
足
を
感
じ
て
い

る
者
ほ
ど
、「
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
る
」
と
す

る
割
合
が
高
く
、
一
五
・
二
％
と
な
っ
て
い

る
（
図
表
14
）。

　

主
た
る
勤
務
先
の
週
当
た
り
労
働
時
間
別

に
み
る
と
、「
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
る
」
と
す

る
割
合
は
、「
八
〇
時
間
以
上
」
で
二
一
・
九

％
、「
六
〇
～
八
〇
時
間
未
満
」
で
一
二
・
二

％
と
他
よ
り
も
高
い
。

　

患
者
か
ら
の
訴
訟
リ
ス
ク
に
つ
い
て
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
三
八
・
八
％
が
「
感
じ
る
」（「
非

常
に
感
じ
る
」「
ま
あ
感
じ
る
」
の
合
計
）
と

回
答
し
て
お
り
、「
感
じ
な
い
」（「
ほ
と
ん
ど

感
じ
な
い
」「
あ
ま
り
感
じ
な
い
」
の
合
計
）

と
す
る
回
答
は
二
六
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
体
験
」
の
有
無
別
に

患
者
か
ら
の
訴
訟
リ
ス
ク
に
対
す
る
認
識
を

み
る
と
、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
体
験
の
頻
度
が

高
ま
る
ほ
ど
、
訴
訟
リ
ス
ク
を
「
感
じ
る
」

（「
非
常
に
感
じ
る
」「
ま
あ
感
じ
る
」の
合
計
）

と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、「
ほ
と
ん

ど
そ
う
で
あ
る
」
の
場
合
、
訴
訟
リ
ス
ク
を

「
感
じ
る
」
と
す
る
割
合
は
七
八
・
六
％
と

な
っ
て
い
る
（
と
く
に
「
非
常
に
感
じ
る
」

は
三
六
・
九
％
）（
図
表
15
）。

　

こ
れ
を
過
去
三
年
間
の
患
者
・
家
族
か
ら

の
ク
レ
ー
ム
件
数
の
増
減
別
に
み
る
と
、
ク

レ
ー
ム
件
数
が
増
加
し
て
い
る
者
ほ
ど
、
訴

訟
リ
ス
ク
を
「
感
じ
る
」
と
す
る
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
を
診
療
科
別
に
み
る
と
、「
感

じ
る
」
と
す
る
割
合
が
高
い
の
は
、「
産
科
・

婦
人
科
」、「
外
科
」、「
呼
吸
器
科
・
消
化
器
科
・

図表12　医療業務に携わるうえでの満足度（n=3467)

11.0 

9.6 

7.5 

12.2 

7.8 

7.8 

7.0 

4.5 

53.0 

49.0 

48.9 

44.0 

33.3 

32.5 

28.8 

28.8 

19.8 

23.0 

37.1 

26.2 

30.7 

21.9 

27.2 

37.3 

10.6 

13.7 

5.3 

12.1 

18.7 

21.5 

23.2 

22.1 

5.6 

4.7 

1.2 

5.5 

9.4 

16.2 

13.8 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

勤務先（職場全体）

勤務先の仕事の質、内容

患者（とその家族）との関係

職場の人間関係

労働時間の長さ

給料・賃金の額

休日・休暇の日数

研究等スキル向上や

キャリアアップに費やす時間

満足している まあ満足 どちらとも言えない 少し不満 不満

図表13　健康不安に対する認識（n=3467)
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12.1 
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計(n=3467)

＜睡眠不足感に対する認識別＞

感じる(n=1577)

どちらともいえない(n=1019)

感じない(n=871)

非常に感じる まあ感じる どちらとも言えない あまり感じない ほとんど感じない

8.9 
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68.0 
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73.3 

58.8 

23.0 

15.1 

22.1 

38.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計(n=3467)

＜睡眠不足感に対する認識別＞

感じる(n=1577)

どちらともいえない(n=1019)

感じない(n=871)

ほとんどそうである ときどきそうである ほとんどない

図表14　ヒヤリ・ハット体験がある（n=3467)
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循
環
器
科
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

患
者
か
ら
の
訴
訟
リ
ス
ク
に
対
す
る
認
識

の
有
無
別
に
疲
労
感
を
み
る
と
、
訴
訟
リ
ス

ク
を
「
感
じ
る
」
と
す
る
者
の
ほ
う
が
「
疲

労
感
」
を
感
じ
て
お
り
、そ
の
割
合
は
七
八
・

九
％
と
な
っ
て
い
る
。

７
．
将
来
の
働
き
方
の
希
望

　

将
来
の
働
き
方
は
、「
今
の
職
場
（
同
じ
病

院
・
同
じ
診
療
科
）
で
働
き
た
い
」
が
四
八
・

六
％
と
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、
次
い
で
、

「
別
の
病
院
（
診
療
科
は
同
じ
）
に
異
動
し

た
い
」（
二
六
・
三
％
）、「
開
業
し
た
い
」（
八
・

九
％
）、「
医
師
と
し
て
非
常
勤
と
し
て
勤
務

し
た
い
」（
七
・
八
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
主
た
る
勤
務
先
の
勤
続
年
数
別
に
み

る
と
、
お
お
む
ね
勤
続
年
数
が
長
く
な
る
ほ

ど
、「
今
の
職
場（
同
じ
病
院
・
同
じ
診
療
科
）

で
働
き
た
い
」、「
医
師
と
し
て
非
常
勤
と
し

て
勤
務
し
た
い
」
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
お

り
、
そ
の
一
方
で
、「
別
の
病
院
（
診
療
科
は

同
じ
）
に
異
動
し
た
い
」、「
別
の
診
療
科
（
病

院
は
同
じ
）
に
異
動
し
た
い
」、「
開
業
し
た

い
」
の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
（
図
表
16
）。

こ
れ
を
役
職
別
に
見
て
も
、
役
職
が
高
く
な

る
ほ
ど
、
お
お
む
ね
「
今
の
職
場
（
同
じ
病

院
・
同
じ
診
療
科
）
で
働
き
た
い
」
と
す
る

割
合
は
高
く
な
る
（
た
だ
し
、「
助
教
」
は
三

一
・
一
％
と
低
く
、「
別
の
病
院
（
診
療
科
は

同
じ
）
に
異
動
し
た
い
」
が
四
一
・
七
％
と

高
く
な
っ
て
い
る
）。

　

性
別
に
み
る
と
、「
男
性
」
の
ほ
う
が
、「
今

の
職
場
（
同
じ
病
院
・
同
じ
診
療
科
）
で
働

き
た
い
」、「
開
業
し
た
い
」
な
ど
の
割
合
が

高
く
、「
女
性
」
は
「
男
性
」
に
比
べ
「
医
師

と
し
て
非
常
勤
と
し
て
勤
務
し
た
い
」
な
ど

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
年
齢
別
に
み

る
と
、
お
お
む
ね
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
、

「
今
の
職
場
（
同
じ
病
院
・
同
じ
診
療
科
）

で
働
き
た
い
」、「
医
師
と
し
て
非
常
勤
と
し

て
勤
務
し
た
い
」
の
割
合
が
高
ま
る
一
方
で
、

「
別
の
病
院
（
診
療
科
は
同
じ
）
に
異
動
し

た
い
」、「
別
の
病
院
の
、
別
の
診
療
科
に
異

動
し
た
い
」、「
開
業
し
た
い
」
の
割
合
は
低

下
す
る
。

　

経
営
形
態
別
に
み
る
と
、「
今
の
職
場
（
同

じ
病
院
・
同
じ
診
療
科
）
で
働
き
た
い
」
の

割
合
が
低
い
の
は
、「
国
立
」、「
学
校
法
人
」

な
ど
で
あ
る
。
な
お
、「
開
業
し
た
い
」
の
割

合
が
高
い
の
は
、「
個
人
」、「
学
校
法
人
」
で

あ
る
。

　

主
た
る
勤
務
先
の
週
当
た
り
労
働
時
間
別

に
み
る
と
、「
今
の
職
場
（
同
じ
病
院
・
同
じ

診
療
科
）で
働
き
た
い
」と
す
る
割
合
は
、「
四

〇
～
五
〇
時
間
未
満
」
で
五
二
・
九
％
と
も

っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
る
一
方
で
、「
週
二
〇

時
間
未
満
」（
四
五
・
五
％
）、「
週
八
〇
時
間

以
上
」（
四
四
・
三
％
）
で
は
低
く
な
っ
て
い

る
。
そ
の
他
、「
週
二
〇
時
間
未
満
」
で
働
い

て
い
る
者
は
、「
別
の
病
院（
診
療
科
は
同
じ
）

に
異
動
し
た
い
」、「
医
師
と
し
て
非
常
勤
と

し
て
勤
務
し
た
い
」
の
割
合
が
高
く
な
っ
て

お
り
、「
週
八
〇
時
間
以
上
」
働
い
て
い
る
者

は
、「
別
の
病
院
（
診
療
科
は
同
じ
）
に
異
動

し
た
い
」
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

年
収
別
に
み
る
と
、
年
収
が
高
く
な
る
ほ

ど
「
今
の
職
場
（
同
じ
病
院
・
同
じ
診
療
科
）

図表16　将来の働き方の希望
（単位＝％)

今
の
職
場
（
同
じ
病

院
・
同
じ
診
療
科
）

で
働
き
た
い

別
の
病
院
（
診
療
科

は
同
じ
）
に
異
動
し

た
い

別
の
診
療
科
（
病
院

は
同
じ
）
に
異
動
し

た
い

別
の
病
院
の
、
別
の

診
療
科
に
異
動
し
た

い 開
業
し
た
い

医
師
と
し
て
非
常
勤

と
し
て
勤
務
し
た
い

診
療
を
辞
め
た
い
（
医

師
の
資
格
を
活
か
し

研
究
職
等
を
す
る
）

そ
の
他

計 3467 48.6 ２6.3 0.5 1.8  8.9  7.8 3.4 ２.7

＜主な勤務先の勤続年数別＞
３年未満 11２8 39.4 35.6 0.4 ２.0 11.0  5.7 3.5 ２.4
３年以上５年未満  585 45.3 ２9.9 0.7 ２.4  8.0  7.9 ２.7 3.1
５年以上10年未満  888 50.9 ２4.5 0.２ 1.7  9.1  7.4 3.4 ２.7
10年以上15年未満  444 59.5 14.6 1.4 1.6  8.1  8.6 3.4 ２.9
15年以上  4２２ 61.6 1２.3 0.5 1.4  4.7 13.3 3.8 ２.4

図表17　開業を考える理由（複数回答、n=308、単位＝％)
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自らの理想の医療を追求したいから

勤務医の収入は労働時間に比べ賃金水準が低いと感じるから

勤務医として将来的に限界を感じたから

現在の勤務状況に精神的ストレスを感じるから

当初から開業医（病院経営）を目指していたから

家族の事情（結婚、育児、介護など）

現在の勤務状況が長時間労働だから

家業（開業医）を継ぐため（親族からの要請を含む）

その他

※「開業したい」と回答した者を対象に集計。

図表15　患者からの訴訟リスクに対する認識（n=3467)
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＜「ヒヤリ・ハット体験」の有無別＞

ほとんどそうである(n=309)

ときどきそうである(n=2359)

ほとんどない(n=799)

非常に感じる まあ感じる どちらとも言えない あまり感じない ほとんど感じない
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で
働
き
た
い
」
と
す
る
割
合
は
高
く
な
っ
て

お
り
、
そ
の
一
方
で
、「
別
の
病
院
（
診
療
科

は
同
じ
）に
異
動
し
た
い
」、「
開
業
し
た
い
」

の
割
合
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

　

診
療
科
別
に
み
る
と
、「
診
療
科
変
更
希

望
」（「
別
の
診
療
科
（
病
院
は
同
じ
）
に
異

動
し
た
い
」「
別
の
病
院
の
、
別
の
診
療
科
に

異
動
し
た
い
」
の
合
計
）
の
割
合
が
も
っ
と

も
高
い
の
は
、「
救
急
科
」（
五
・
六
％
）、「
外

科
」（
五
・
三
％
）
な
ど
で
あ
る
。

　

医
師
経
験
年
数
別
に
み
る
と
、「
診
療
科
変

更
希
望
」の
割
合
は
、経
験
年
数
が
短
い
ほ
ど

高
ま
る
傾
向
に
あ
り
、と
く
に「
五
年
未
満
」

は
六
・
〇
％
と
他
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。

開
業
希
望
理
由

　

な
お
、
調
査
で
は
、「
開
業
し
た
い
」
を
選

択
し
た
者
に
対
し
て
、
開
業
希
望
理
由
を
尋

ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
自
ら
の
理
想

の
医
療
を
追
求
し
た
い
か
ら
」
が
四
四
・
二

％
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
勤
務
医
の

収
入
は
労
働
時
間
に
比
べ
賃
金
水
準
が
低
い

と
感
じ
る
か
ら
」（
四
三
・
二
％
）、「
勤
務
医

と
し
て
将
来
的
に
限
界
を
感
じ
た
か
ら
」（
三

五
・
一
％
）、「
現
在
の
勤
務
状
況
に
精
神
的

ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
か
ら
」（
二
五
・
六
％
）

な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
17
）。

　

こ
れ
を
年
齢
別
に
み
る
と
、「
自
ら
の
理
想

の
医
療
を
追
求
し
た
い
か
ら
」、「
勤
務
医
と

し
て
将
来
的
に
限
界
を
感
じ
た
か
ら
」、「
現

在
の
勤
務
状
況
が
長
時
間
労
働
だ
か
ら
」
は

年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
そ
の
割
合
が
高
ま
る
。

と
く
に
「
現
在
の
勤
務
状
況
が
長
時
間
労
働

だ
か
ら
」
は
、
五
〇
歳
代
以
上
で
そ
の
割
合

が
一
四
・
九
％
と
他
よ
り
も
高
い
。
年
収
別

に
み
る
と
、「
勤
務
医
の
収
入
は
労
働
時
間
に

比
べ
賃
金
水
準
が
低
い
と
感
じ
る
か
ら
」
は

収
入
が
低
く
な
る
ほ
ど
そ
の
割
合
が
お
お
む

ね
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
医
師
経
験
年
数
別
に
み
て
も
、
経

験
年
数
「
一
五
年
以
上
」
で
「
現
在
の
勤
務

状
況
が
長
時
間
労
働
だ
か
ら
」
と
す
る
割
合

は
一
二
・
七
％
と
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い

る
。
な
お
、
役
職
別
に
み
る
と
、「
助
教
」（
一

六
・
七
％
）、「
医
長
、
講
師
、
医
局
長
、
部
長
、

科
長
、
副
部
長
、
教
授
、
准
教
授
」（
一
四
・

三
％
）
で
そ
の
割
合
が
高
い
。

８
．
勤
務
環
境
の
改
善

勤
務
医
の
勤
務
環
境
改
善
の
方
策

　

勤
務
医
の
勤
務
環
境
改
善
の
際
に
障
害
と

な
る
事
由
は
、「
地
域
・
診
療
科
に
よ
る
医
師

数
の
偏
在
」
が
五
三
・
八
％
と
も
っ
と
も
多

く
、
次
い
で
「
医
療
行
為
以
外
の
業
務
量
の

多
さ
」（
五
一
・
一
％
）、「
絶
対
的
な
医
師
不

足
」（
四
六
・
五
％
）、「
時
間
外
診
療
、
救
急

診
療
の
増
加
」（
三
八
・
九
％
）
な
ど
と
な
っ

て
い
る
（
図
表
18
）。

　

調
査
で
は
、
勤
務
医
の
勤
務
環
境
を
改
善

す
る
た
め
に
有
効
な
方
策
に
つ
い
て
尋
ね
て

い
る
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
医
師
数
の
増
加（
非

常
勤
・
研
修
医
を
含
む
）」
が
五
五
・
四
％

と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
、「
当
直
明
け
の

休
み
・
休
憩
時
間
の
確
保
」（
五
三
・
四
％
）、

「
他
職
種
（
看
護
師
、
薬
剤
師
等
）
と
の
役

割
分
担
の
促
進
」（
五
〇
・
八
％
）、「
診
療
以

外
の
業
務
の
負
担
軽
減
」（
四
五
・
九
％
）
な

ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
19
）。

［
注
］

１　

今
回
の
調
査
で
は
、
勤
務
医
の
意
識
に
つ
い
て
特
化

し
て
調
査
を
実
施
す
る
た
め
、
開
業
医
は
対
象
と
し
な

か
っ
た
。

２　
「
ア
ン
テ
リ
オ
社
」
は
、
医
療
領
域
専
門
の
市
場
調

査
会
社
で
医
療
従
事
者
の
モ
ニ
タ
ー
を
保
有
。
医
師
Ｗ

Ｅ
Ｂ
調
査
モ
ニ
タ
ー
三
万
人
以
上
が
登
録
（
二
〇
一
一

年
一
二
月
時
点
）。

３　

調
査
で
は
、
勤
務
し
て
い
る
施
設
数
を
尋
ね
て
お
り
、

そ
の
四
つ
目
ま
で
の
勤
務
先
に
つ
い
て
、
勤
務
形
態
、

前
月
の
勤
務
日
数
、
前
月
の
月
収
、
前
年
度
の
年
数
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
尋
ね
て
い
る
。
調
査
で
は
、
主
た
る

勤
務
先
と
は
、
前
月
の
勤
務
日
数
が
も
っ
と
も
多
い
勤

務
先
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

４　

調
査
で
は
末
子
年
齢
を
尋
ね
て
い
る
が
、
末
子
が
育

児
期
に
あ
た
る
か
は
き
い
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
今
回

の
分
析
で
は
、
小
学
六
年
生
を
一
二
歳
と
想
定
し
、
一

二
歳
以
下
の
子
供
の
有
無
で
み
る
こ
と
に
し
た
。
し
た

が
っ
て
、「
子
供
が
い
な
い
」「
一
二
歳
以
下
の
子
供
が
い

る
」「
一
三
歳
以
上
の
子
供
が
い
る
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
で
み
て
い
る
。

（
奥
田
栄
二
）

図表18　勤務医の勤務環境改善の障害事由（複数回答、n=3467、単位＝％)

図表19　勤務医の勤務環境改善のための方策（複数回答、n=3467、単位＝％)
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医療需要の増大・過多（高齢患者の増加などを含む）

当直・オンコール体制が多いこと

長時間勤務

患者・家族への説明に要する時間の増加

主治医制により代替要員が確保しづらいこと

医療スタッフ（医師以外）の不足

職場風土

電子化による煩雑化

入院患者数の増加

その他

55.4 

53.4 

50.8 

45.9 

36.1 

31.2 

30.5 

29.6 

18.0 

11.5 

9.9 

9.7 

5.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 

医師数の増加（非常勤・研修医を含む）

当直明けの休み・休憩時間の確保

他職種（看護師、薬剤師等）との役割分担の促進

診療以外の業務の負担軽減

過度な医療需要（患者数）の抑制

交代制勤務の導入

勤務時間の短縮

チーム医療の強化

職場風土の改善

電子化による業務軽減

指導、教育に伴う業務の減少

入院患者数の抑制

その他
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医
療
現
場
の
労
働
条
件
の
改
善
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
る
「
全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
」（
植

山
直
人
代
表
）
が
起
ち
上
げ
た
実
行
委
員
会

が
今
年
六
月
～
一
〇
月
に
か
け
て
実
施
し
た

「
勤
務
医
労
働
実
態
調
査
二
〇
一
二
」（
一
一

月
一
八
日
発
表
）
か
ら
は
、
勤
務
医
の
業
務

の
負
担
軽
減
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
文
書
作
業

量
が
増
え
る
な
ど
、
む
し
ろ
業
務
量
が
増
加

し
、
精
神
的
ス
ト
レ
ス
も
重
く
な
っ
て
い
る

現
状
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

◇　
　
　
　

◇　
　
　
　

◇

　

五
年
ほ
ど
前
に
勤
務
医
の
過
重
労
働
が
社

会
問
題
化
し
た
が
、
勤
務
医
の
負
担
軽
減
が

そ
の
後
ど
れ
だ
け
進
ん
だ
か
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
ら
は
今
回
の

調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
は
、
日
本
小
児
科

学
会
、
日
本
救
急
医
学
会
、
日
本
麻
酔
科
学

会
、
日
本
神
経
学
会
な
ど
の
協
力
を
得
て
、

調
査
票
や
調
査
票
デ
ー
タ
を
配
布
し
て
行
っ

た
。
ま
た
、
実
行
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
か
ら
、
調
査
票
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
よ
う
に
し
た
。
一
〇
月
一
〇
日
ま
で

で
二
一
〇
八
の
有
効
回
答
を
集
め
た
。

若
い
層
ほ
ど
長
い
労
働
時
間

　

労
働
条
件
に
関
す
る
調
査
結
果
か
ら
み
て

い
く
と
、
週
の
労
働
時
間
の
全
体
平
均
は
五

四
・
五
時
間
だ
っ
た
。

　

こ
れ
を
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、「
常
勤
」

＝
五
五
・
〇
四
時
間
、「
非
常
勤
」
＝
三
五
・

七
一
時
間
、「
初
期
研
修
医
」
＝
六
四
・
四
一

時
間
、「
後
期
研
修
医
」
＝
六
四
・
二
三
時
間
、

「
大
学
院
生
」
＝
五
一
・
二
三
時
間
と
、
研

修
医
で
前
期
・
後
期
と
も
に
六
〇
時
間
を
上

回
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
当
直
あ
り
の
病
院
勤

務
医
」
も
五
八
・
八
時
間
と
長
時
間
に
な
っ

て
い
る
。

　

開
設
主
別
に
み
る
と
、「
大
学
病
院
」（
六

二
・
三
一
時
間
）
が
も
っ
と
も
長
く
、
次
い

で
「
国
公
立
病
院
」（
五
七
・
〇
一
時
間
）、「
公

的
病
院
」（
五
六
・
三
七
時
間
）
な
ど
と
続
く
。

　

年
代
別
に
み
る
と
、「
二
〇
代
」（
六
三
・
一

七
時
間
）
だ
け
が
六
〇
時
間
を
上
回
っ
て
お

り
、
年
代
が
若
い
ほ
ど
時
間
が
長
い
結
果
と

な
っ
て
い
る
。

研
修
医
の
残
業
は
月
六
〇
時
間

以
上

　

次
に
月
の
残
業
時
間
を
み
て
い
く
と
（
図

表
１
）、
全
体
平
均
は
四
一
・
九
九
時
間
。

雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、「
後
期
研
修
医
」
が

六
六
・
三
二
時
間
と
六
〇
時
間
を
超
え
て
お

り
、「
初
期
研
修
医
」
は
五
一
・
八
六
時
間
と

五
〇
時
間
超
え
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

は
、「
常
勤
」（
四
二
・
三
六
時
間
）
と
「
大
学

院
生
」（
四
二
・
三
八
時
間
）
が
四
〇
時
間
台

で
、「
非
常
勤
」
は
一
八
・
九
二
時
間
と
な
っ

て
い
る
。

　

月
の
当
直
回
数
は
、
全
体
平
均
が
二
・
一

九
回
。
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、「
大
学
院

生
」（
三
・
三
六
回
）、「
初
期
研
修
医
」（
三
・

三
五
回
）、「
後
期
研
修
医
」（
三
・
二
九
回
）

が
い
ず
れ
も
三
回
以
上
で
、「
常
勤
」（
二
・
一

五
回
）
や
「
非
常
勤
」（
一
・
〇
七
回
）
と
差

が
大
き
い
。

　

年
齢
別
で
は
、
年
齢
が
若
く
な
る
ほ
ど
回

数
も
多
く
な
り
、「
二
〇
代
」
＝
三
・
四
四
回
、

「
三
〇
代
」
＝
二
・
七
九
回
、「
四
〇
代
」
＝

二
・
二
六
回
、「
五
〇
代
」
＝
一
・
五
八
回
、「
六

〇
代
」
＝
〇
・
九
七
回
と
な
っ
て
い
る
。

待
機
多
い
小
児
科
と
産
婦
人
科

　

月
の
待
機
日
数
の
全
体
平
均
は
、
五
・
二

五
日
。
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、「
後
期
研
修

41.99全体

42.36常勤

18.92非常勤

51.86初期研修医

66.32後期研修医

42.38大学院生

単位：時間

医
」
が
六
・
四
三
日
と
も
っ
と
も
多
く
、
次

い
で
「
常
勤
」（
五
・
七
六
日
）、「
大
学
院
生
」

（
一
・
八
五
日
）、「
非
常
勤
」（
一
・
七
八
日
）、

「
初
期
研
修
医
」（
一
・
四
五
日
）
の
順
と
な

っ
て
い
る
。

　

診
療
科
別
に
み
る
と
、「
小
児
科
」（
七
・
一

四
回
）
と
「
産
婦
人
科
」（
七
・
〇
三
回
）
は

七
回
以
上
に
達
し
て
い
た
。「
外
科
」（
六
・

二
回
）
や
「
麻
酔
科
」（
五
・
二
回
）
も
五
回

以
上
に
及
ん
だ
。

残
業
代
の
全
額
請
求
は
三
割

　

調
査
で
は
残
業
代
の
請
求
を
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
尋
ね
て
い
る
。「
全
額
請
求
し
て

い
る
」
の
回
答
割
合
を
み
る
と
、
全
体
で
は

三
〇
・
三
％
と
ほ
ぼ
三
割
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

同
割
合
を
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、「
大
学

院
生
」（
一
三
・
三
％
）
と
「
初
期
研
修
医
」

（
一
三
・
九
％
）
で
は
一
割
台
に
と
ど
ま
り
、

「
非
常
勤
」（
二
一
・
三
％
）
が
二
割
台
。「
後

期
研
修
医
」（
三
四
・
一
％
）
と
「
常
勤
」（
三

二
・
三
％
）
が
三
割
台
だ
っ
た
。

　

開
設
主
別
に
み
る
と
、「
大
学
病
院
」
が
一

三
％
と
も
っ
と
も
低
い
。「
診
療
所
」も
一
五
・

七
％
と
一
割
台
で
、
こ
れ
以
外
で
は
「
国
公

立
病
院
」
＝
四
六
・
八
％
、「
公
的
病
院
」
＝

三
八
・
五
％
、「
私
的
病
院
」
＝
二
八
・
五
％

と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

話
し
合
い
の
場
設
置
は
一
割
程
度

　

雇
用
契
約
に
つ
い
て
、「
詳
細
な
契
約
書
が

あ
る
」
と
回
答
し
た
人
の
割
合
は
、
二
五
・

一
％
と
ほ
ぼ
四
人
に
一
人
ど
ま
り
。
勤
務
医

の
労
働
問
題
を
話
し
合
う
場
が
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
も
、「
あ
る
」
の
割
合
は
全
体
で

一
一
・
一
％
と
一
割
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

　

開
設
主
別
に
み
る
と
、「
国
公
立
病
院
」
で

は
五
・
三
％
と
一
割
に
満
た
ず
、
残
り
を
低

　

医
師
の
業
務
が
密
度
・
量
と
も
に
増
加

　
　
　
　
　

︱
精
神
的
ス
ト
レ
ス
も

全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
ら
の
「
勤
務
医
労
働
実
態
調
査
二
〇
一
二
」　　

図表１　月の残業時間
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い
順
に
並
べ
る
と
「
公
的
病
院
」（
九
・
七
％
）、

「
診
療
所
」（
一
一
・
八
％
）、「
大
学
病
院
」（
一

二
・
〇
％
）、「
私
的
病
院
」（
一
二
・
六
％
）

と
な
る
。

七
割
超
が
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を

　

健
康
状
態
や
医
療
の
安
全
性
に
関
す
る
設

問
へ
の
回
答
結
果
を
み
て
い
く
と
、
精
神
的

な
ス
ト
レ
ス
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
の
問

い
で
は
、「
投
薬
な
ど
の
治
療
を
受
け
て
い

る
」が
四
・
五
％
、「
強
い
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て

い
る（
治
療
な
し
）」が
一
二
・
七
％
、「
ス
ト
レ

ス
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
」
が
五
三
・
〇
％
、

「
あ
ま
り
ス
ト
レ
ス
は
感
じ
な
い
」が
二
八
・

八
％
―
―
と
、
約
七
割
の
人
が
、
治
療
中
だ

っ
た
り
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い
る
と
答
え
た
。

　

最
近
、
職
場
を
や
め
た
い
と
思
っ
た
か
ど

う
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
い
つ
も
あ
っ
た
」
が

八
・
三
％
、「
時
々
あ
っ
た
」
が
二
五
・
五
％
、

「
ま
れ
に
あ
っ
た
」
が
二
七
・
九
％
、「
な
か

っ
た
」
が
三
七
・
三
％
で
、
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
六
割
以
上
の
人
が
や
め
た
い
と
思
っ
た

経
験
が
あ
っ
た
。

　
「
い
つ
も
あ
っ
た
」
と
「
時
々
あ
っ
た
」

の
合
計
割
合
を
年
齢
別
に
み
る
と
、
働
き
ざ

か
り
の
「
四
〇
代
」
で
三
八
・
六
％
と
も
っ

と
も
割
合
が
高
く
、
次
い
で
「
五
〇
代
」（
三

六
・
一
％
）、「
三
〇
代
」（
三
五
・
一
％
）、「
六

〇
以
上
」（
二
四
・
〇
％
）、「
二
〇
代
」（
二
三
・

〇
％
）
の
順
で
高
く
な
っ
て
い
る
。

医
療
ト
ラ
ブ
ル
の
心
配
が
診
療

に
も
影
響

　

医
事
紛
争
（
訴
訟
等
）
の
経
験
の
有
無
を

み
る
と
、「
あ
る
」
が
二
一
％
、「
な
い
」
が
七

九
％
で
、
二
割
が
経
験
あ
り
だ
っ
た
。
当
然

と
言
え
る
が
、
年
齢
別
に
み
る
と
年
代
が
高

い
ほ
ど
「
あ
り
」
の
割
合
が
高
い
。

　

医
療
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
精
神
的
ス
ト
レ

ス
に
関
す
る
設
問
で
は
、「
診
療
に
支
障
を
き

た
す
ス
ト
レ
ス
が
あ
る
」
が
一
八
％
、「
か
な

り
ス
ト
レ
ス
が
あ
る
」
が
四
一
％
、「
多
少
ス

ト
レ
ス
は
あ
る
」
が
四
一
％
で
、
二
割
近
く

の
人
で
、
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
診
療
に
影
響

が
出
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な

お
、「
ス
ト
レ
ス
は
な
い
」
と
の
回
答
は
ゼ
ロ

だ
っ
た
。

　

医
療
過
誤
の
原
因
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
複

数
回
答
）、も
っ
と
も
多
か
っ
た
回
答
が
「
医

療
技
術
の
高
度
化
や
患
者
の
増
加
で
医
師
の

負
担
が
増
加
し
て
い
る
」
と
「
患
者
一
人
に

対
す
る
診
療
時
間
や
治
療
計
画
等
に
使
え
る

時
間
が
た
り
な
い
」（
と
も
に
五
七
・
五
％
）

で
、こ
れ
に「
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
人
員
不
足
」

（
五
五
・
七
％
）、「
過
剰
な
業
務
の
た
め
に

慢
性
的
に
疲
労
し
て
い
る
」（
五
五
・
〇
％
）、

「
事
故
防
止
シ
ス
テ
ム
が
不
十
分
で
、
個
人

の
責
任
に
さ
れ
て
い
る
」（
四
六
・
一
％
）「
医

療
ス
タ
ッ
フ
の
連
携
不
足
」（
三
三
・
五
％
）

と
続
い
た
（
図
表
２
）。

　

全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
で
は
「
医
療
過
誤
に

つ
い
て
は
医
師
の
負
担
増
、
時
間
不
足
、
人

員
不
足
、
過
剰
業
務
が
四
大
要
因
だ
」
と
コ

メ
ン
ト
し
て
い
る
。

業
務
負
担
「
増
え
た
」
が
二
倍

　

医
師
労
働
（
初
期
研
修
医
を
除
く
）
に
お

け
る
業
務
の
負
担
軽
減
に
関
し
て
、
こ
の
二

年
間
で
自
分
自
身
の
業
務
負
担
が
変
わ
っ
た

か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
減
っ
た
」
＝
一
七
％
、

「
増
え
た
」
＝
四
四
％
、「
変
わ
ら
な
い
」
＝

三
九
％
と
な
っ
て
お
り
、「
増
え
た
」
と
す
る

割
合
は
「
減
っ
た
」
よ
り
二
倍
以
上
高
い
。

　

開
設
主
別
に
み
る
と
、
▽
大
学
病
院
・「
減

っ
た
」
＝
一
二
・
五
％
、「
増
え
た
」
＝
五
七

％
▽
国
公
立
病
院
・「
減
っ
た
」
＝
一
四
・

八
％
、「
増
え
た
」
＝
五
九
％
▽
公
的
病
院
・

「
減
っ
た
」
＝
一
六
・
八
％
、「
増
え
た
」
＝

三
六
・
九
％
▽
私
的
病
院
・「
減
っ
た
」
＝

一
六
・
〇
％
、「
増
え
た
」
＝
四
一
・
五
％
▽

診
療
所
・「
減
っ
た
」
＝
一
六
・
〇
％
、「
増

え
た
」
＝
四
一
・
五
％
―
―
と
、
と
く
に
大

学
病
院
と
国
公
立
病
院
で
「
増
え
た
」
と
す

る
割
合
が
高
い
の
が
め
だ
つ
。

　

地
域
別
で
は
、
▽
都
市
部
・「
減
っ
た
」

＝
一
六
・
七
％
、「
増
え
た
」
＝
四
二
・
四
％

▽
一
般
地
域
・「
減
っ
た
」＝
一
六
・
一
％
、「
増

え
た
」
＝
三
九
・
六
％
▽
過
疎
地
域
・「
減

っ
た
」
＝
一
三
・
四
％
、「
増
え
た
」
＝
五
二
・

四
％
―
―
と
、
と
く
に
過
疎
地
域
で
の
負
担

増
加
が
め
だ
つ
結
果
と
な
っ
た
。

　

診
療
科
別
の
結
果
を
全
体
的
に
み
る
と
、

「
増
え
た
」
と
す
る
割
合
が
「
一
般
内
科
」

（
四
二
・
六
％
）
や
「
救
急
科
」（
四
八
・
五

％
）
で
は
四
割
以
上
に
及
ぶ
一
方
、「
産
婦
人

科
」（
二
九
・
一
％
）
は
三
割
弱
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
に
つ
い
て
全
国
医
師
ユ
ニ

オ
ン
で
は
、「
業
務
負
担
の
重
い
診
療
科
や
地

域
で
の
偏
在
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
」
と
分

析
す
る
。

業
務
密
度
増
の
可
能
性
が

　

業
務
負
担
の
状
況
に
つ
い
て
、
勤
務
時
間

や
日
当
直
回
数
な
ど
項
目
ご
と
に
も
聞
い
た
。

　

ま
ず
、【
勤
務
時
間
】
で
は
、「
減
っ
た
」
＝

一
五
％
、「
増
え
た
」＝
三
〇
％
と
、「
増
え
た
」

が
「
減
っ
た
」
よ
り
二
倍
多
く
な
っ
て
い
る
。

【
文
書
作
業
】は
、「
減
っ
た
」＝
二
〇
％
、「
増

え
た
」
＝
四
六
％
と
、圧
倒
的
に
「
増
え
た
」

の
方
が
多
か
っ
た
。

　

し
か
し
、【
日
当
直
数
】
を
み
る
と
、「
減
っ

た
」＝
二
四
％
、「
増
え
た
」＝
一
六
％
と
、「
減

っ
た
」
が
「
増
え
た
」
を
上
回
っ
た
。

　
【
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
】
の
増
減
に
つ
い

て
は
、「
増
え
た
」
＝
四
二
％
、「
減
っ
た
」
＝

九
％
と
、「
増
え
た
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
減

っ
た
と
す
る
割
合
は
一
〇
％
以
下
だ
っ
た
。

　

今
回
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
全
国
医
師

ユ
ニ
オ
ン
の
植
山
代
表
は
「
全
体
と
し
て
見

れ
ば
、
医
療
技
術
の
進
歩
や
高
齢
化
の
進
行

で
医
療
の
需
要
が
増
加
し
て
い
る
の
に
、
必

要
な
医
師
が
供
給
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
一

人
当
た
り
の
仕
事
量
が
増
加
し
て
い
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
日
当
直
で
負
担
が
減
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
的
ス
ト
レ
ス

が
増
え
て
い
る
の
は
、
日
中
の
業
務
密
度
が

濃
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
。

ま
た
、「
文
書
作
業
の
負
担
が
増
え
て
い
る
と

い
う
の
は
意
外
な
結
果
だ
っ
た
。
医
療
ク
ラ

ー
ク
の
大
幅
増
員
な
ど
で
、
診
療
以
外
の
業

務
負
担
を
早
急
に
軽
減
し
て
い
く
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
る
」
と
話
し
て
い
る
。

（
荒
川
創
太
）

55.0過剰業務による疲労

57.5時間の不足

55.7スタッフの不足

46.1システムが不十分

33.5連携の不足

57.5医師の負担増

単位：％

図表２　医療過誤の原因（複数回答）
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看
護
職
の
労
働
条
件
・
労
働
環
境
の
改
善

や
看
護
の
質
の
向
上
な
ど
に
取
り
組
む
日
本

看
護
協
会
（
坂
本
す
が
会
長
）
は
現
在
、
看

護
師
の
夜
勤
・
交
替
制
勤
務
に
伴
う
過
重
労

働
の
負
担
軽
減
を
は
か
る
た
め
の
「
夜
勤
・

交
代
制
勤
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
す
る

目
標
を
掲
げ
、
検
討
を
重
ね
て
い
る
。
近
く

公
表
さ
れ
る
見
通
し
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
ポ

イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

夜
勤
・
長
時
間
勤
務
の
負
担

　

看
護
職
は
二
四
時
間
三
六
五
日
、
夜
勤
・

交
代
制
勤
務
を
行
い
な
が
ら
患
者
の
生
命
と

健
康
を
守
る
意
義
と
や
り
が
い
の
あ
る
一
方

で
、
人
命
を
左
右
す
る
判
断
と
処
置
が
求
め

ら
れ
る
強
い
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
る
職
業
。

日
本
看
護
協
会
に
よ
る
と
、「
育
児
の
た
め
の

短
時
間
勤
務
制
度
の
普
及
や
、
新
人
看
護
師

の
卒
後
臨
床
研
修
の
充
実
が
進
む
一
方
で
、

中
堅
看
護
職
員
の
業
務
負
担
、
特
に
夜
勤
・

長
時
間
勤
務
の
負
担
が
増
え
、
こ
れ
に
耐
え

か
ね
て
の
離
職
が
相
次
ぎ
、
夜
勤
者
の
確
保

が
さ
ら
に
困
難
に
な
る
悪
循
環
が
生
じ
て
い

る
」。
労
働
科
学
の
知
見
で
み
て
も
、「
夜
勤
・

交
代
制
勤
務
や
長
時
間
勤
務
は
、
人
間
の
注

意
力
や
集
中
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
医
療

現
場
で
の
事
故
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
。
う
つ

病
な
ど
の
精
神
疾
患
、
脳
・
心
臓
疾
患
な
ど

の
発
症
の
リ
ス
ク
が
増
え
、
最
近
は
夜
勤
が

乳
が
ん
発
症
の
危
険
を
高
め
る
こ
と
も
報
告

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

若
い
ナ
ー
ス
の
過
労
死
認
定
が

　

こ
う
し
た
懸
念
が
あ
る
な
か
で
二
〇
〇
八

年
一
〇
月
、
東
京
と
大
阪
の
二
〇
代
前
半
の

若
い
ナ
ー
ス
二
人
が
過
労
死
認
定
さ
れ
た
こ

と
が
、
看
護
職
の
働
き
方
の
改
善
を
考
え
る

契
機
に
な
っ
た
。小
川
忍
・
常
任
理
事
は
、「
過

労
死
さ
れ
た
方
の
一
人
は
残
業
時
間
が
月
五

〇
～
六
〇
時
間
で
、
一
般
的
に
過
労
死
認
定

の
可
否
基
準
と
さ
れ
る
月
八
〇
時
間
に
は
届

い
て
い
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過

労
死
が
認
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
看
護
師
の

不
規
則
な
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
が
あ
っ
た
」

と
振
り
返
る
。
事
態
を
重
く
受
け
止
め
た
同

協
会
は
、「
時
間
外
勤
務
・
夜
勤
・
交
代
制
勤

務
等
緊
急
実
態
調
査
」
を
実
施
。
そ
の
結
果
、

「
月
六
〇
時
間
程
度
の
残
業
を
し
て
い
る
看

護
師
は
全
体
の
四
・
三
％
。
こ
れ
を
全
体
に

当
て
は
め
る
と
約
二
万
人
が
過
労
死
し
た
看

護
職
に
近
い
働
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
の
状
況
を
放
置
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と

に
な
っ
た
」。

看
護
師
自
ら
の
意
識
改
革
を

　

同
協
会
は
二
〇
〇
九
年
六
月
、「
ナ
ー
ス
の

か
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
提
起
。
単
に「
残

業
を
し
な
い
で
帰
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
①

安
全
な
医
療
環
境
に
「
変
え
る
」
②
納
得
の

い
く
質
の
高
い
看
護
に
「
変
え
る
」
③
職
員

の
健
康
や
安
全
を
守
る
職
場
に
「
変
え
る
」

―
―
こ
と
に
も
着
目
し
て
、
職
場
環
境
の
改

善
と
労
働
時
間
の
削
減
を
同
時
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
た
。

　
「
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
の
策
定
は
、
こ
う
し
た
経
緯
の
な

か
で
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
。
職
場
環
境
と

労
働
条
件
の
改
善
を
進
め
る
に
は
、
夜
勤
・

交
代
制
勤
務
の
あ
り
方
や
、
そ
れ
に
伴
う
長

時
間
労
働
の
是
正
が
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
の

実
現
に
は
実
際
に
現
場
で
働
く
看
護
職
が
自

ら
の
問
題
と
し
て
主
体
的
に
捉
え
、
そ
れ
ぞ

れ
の
職
場
の
実
情
を
踏
ま
え
、
話
し
合
い
を

通
じ
て
自
主
的
に
動
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

く
る
か
ら
だ
。

健
康
・
安
全
・
生
活
の
リ
ス
ク

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
は
ま
ず
、
夜
勤
・
交
替

制
勤
務
に
は
「
健
康
」「
安
全
」「
生
活
」
の
三

つ
の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
健

康
リ
ス
ク
」
は
、
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る

生
体
の
リ
ズ
ム
に
反
し
て
夜
間
に
働
く
こ
と

で
生
じ
る
健
康
上
の
危
険
の
こ
と
。
睡
眠
障

害
や
疲
労
、
ス
ト
レ
ス
、
循
環
器
疾
患
、
乳

が
ん
な
ど
を
懸
念
し
て
い
る
。「
安
全
リ
ス

ク
」
は
、
注
意
力
・
判
断
力
の
低
下
に
伴
う

医
療
事
故
や
イ
ン
シ
デ
ン
ト
（
い
わ
ゆ
る
ヒ

ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
故
）
の
発
生
リ
ス
ク
増
、

夜
勤
を
終
え
た
後
の
帰
宅
時
の
居
眠
り
運
転

な
ど
の
事
故
、
夜
間
通
勤
時
の
保
安
上
の
危

険
を
指
す
。「
生
活
リ
ス
ク
」
と
は
、
夜
勤
・

交
代
制
勤
務
の
不
規
則
性
や
、
土
・
日
曜
日

に
休
め
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
生
じ
る
社
会
生

活
上
の
負
担
を
意
味
す
る
。
生
活
リ
ズ
ム
が

一
定
で
な
い
た
め
に
、
家
族
と
の
時
間
が
確

保
で
き
な
か
っ
た
り
、
睡
眠
不
足
な
ど
で
趣

味
が
持
て
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
一
項
目
の
改
善
を
提
起

　

そ
の
う
え
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
は
、
こ

れ
ら
三
つ
の
リ
ス
ク
の
低
減
を
め
ざ
し
、
組

織
で
取
り
組
む
対
策
と
個
人
で
取
り
組
む
内

容
を
ま
と
め
て
い
る
。
組
織
に
対
し
て
は
、

一
一
項
目
か
ら
成
る
「
夜
勤
・
交
替
制
勤
務

の
勤
務
編
成
の
基
準
案
（
二
〇
一
二
年
三
月

版
）」
を
提
案
す
る
（
図
表
１
）。

　

①
の
「
勤
務
間
隔
時
間
」
は
勤
務
が
終
わ

り
、
次
の
勤
務
が
始
ま
る
ま
で
の
イ
ン
タ
ー

バ
ル
の
こ
と
。
一
般
的
に
看
護
師
の
交
替
制

勤
務
は
、
一
日
二
四
時
間
を
長
さ
の
等
し
い

三
つ
の
シ
フ
ト
（
日
勤
、
準
夜
勤
、
深
夜
勤

そ
れ
ぞ
れ
約
八
時
間
）
に
わ
け
る
「
三
交
代

制
勤
務
」
と
、
一
日
二
四
時
間
を
二
つ
の
シ

フ
ト
（
日
勤
と
夜
勤
そ
れ
ぞ
れ
一
二
時
間
）

に
わ
け
る
「
二
交
代
制
勤
務
」
が
あ
る
。
た

だ
し
、
い
ず
れ
の
勤
務
形
態
も
、
変
則
的
な

シ
フ
ト
を
組
ん
で
い
る
病
院
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
二
交
代
制
勤
務
で
、
一
日
二
四
時
間

を
等
分
す
る
と
日
勤
と
夜
勤
そ
れ
ぞ
れ
一
二

時
間
に
な
る
が
、
国
内
で
は
日
勤
の
八
時
間

と
（
準
夜
勤
と
深
夜
勤
を
合
わ
せ
て
）
夜
勤

一
六
時
間
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い

う
。
夜
勤
は
、「
労
働
基
準
法
上
の
深
夜
労
働

の
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
～
午
前
五
時
）」

を
含
む
勤
務
を
指
す
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏

ま
え
、「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
は
本
来
、
一

二
時
間
以
上
が
望
ま
し
い
が
、
業
務
の
申
し

送
り
時
間
の
設
定
な
ど
で
一
二
時
間
が
確
保

で
き
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
一
一
時
間
以

上
と
し
た
」（
小
川
常
任
理
事
）。

　

看
護
師
の
労
働
条
件
・
環
境
改
善
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
針
策
定
に
着
手

日
本
看
護
協
会
の
「
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）」　　
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②
の
「
勤
務
の
拘
束
時
間
の
長
さ
」
は
、

日
勤
・
夜
勤
と
も
に
実
労
働
時
間
が
八
時
間

を
超
え
る
場
合
は
、
一
三
時
間
と
す
る
。
こ

れ
も
本
来
は
一
二
時
間
以
内
が
望
ま
し
い
が
、

申
し
送
り
時
間
の
設
定
な
ど
を
考
慮
し
て
幅

を
持
た
せ
て
い
る
。

夜
勤
回
数
や
休
憩
等
に
も
言
及

　

③
の
「
夜
勤
回
数
」
は
、「
複
数
を
主
と
し

て
月
八
回
以
内
の
夜
勤
体
制
を
基
本
」
と
す

る
厚
生
労
働
省
の
「
看
護
師
等
の
『
雇
用
の

質
』
向
上
に
向
け
た
省
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
報
告
書
」
や
関
係
通
知
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
同
協
会
が
二
〇
一
〇
年
に
実
施
し
た

「
看
護
職
員
需
給
状
況
調
査
」
で
三
交
代
制

勤
務
者
の
四
割
強
が
八
回
を
超
え
る
現
状

（
図
表
２
）
も
鑑
み
て
設
定
し
て
い
る
。

　

④
の
「
連
続
の
夜
勤
回
数
」
は
、
昼
型
の

生
体
リ
ズ
ム
を
維
持
す
る
た
め
、
二
回
を
連

続
夜
勤
の
限
度
と
し
た
。
⑤
の
「
連
続
勤
務

日
数
」
は
、
現
在
、
一
般
的
に
少
な
く
な
い

職
場
で
週
休
二
日
制
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
根
拠
。
⑥
の
「
休
憩
時
間
」
は
心
身
と

も
に
負
荷
の
高
い
職
場
で
の
休
息
時
間
を
確

保
す
べ
き
と
の
視
点
で
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

⑦
の
「
夜
勤
時
の
仮
眠
」
に
つ
い
て
は
、

現
実
に
仮
眠
を
取
れ
ず
に
働
く
看
護
師
が
多

い
実
態
と
、
事
故
回
避
や
疲
労
回
復
の
観
点

か
ら
設
定
。
⑧
の
「
夜
勤
後
の
休
息
（
休
日

含
む
）」
と
⑨
の
「
週
末
の
連
続
休
日
」
も

一
般
的
な
週
休
二
日
制
や
、
そ
れ
に
伴
う
家

族
と
の
時
間
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

生
活
と
の
両
立
に
着
目
し
た
も
の
だ
。

　

⑩
の
「
交
代
の
方
向
性
」
は
、「
日
勤
→
深

夜
勤
→
準
夜
勤
」
の
よ
う
に
就
業
開
始
時
刻

を
早
く
す
る
勤
務
編
成
で
は
な
く
、「
日
勤
→

準
夜
勤
→
深
夜
勤
」
の
よ
う
に
人
の
生
体
リ

ズ
ム
に
合
わ
せ
た
形
で
就
業
開
始
時
刻
を
遅

く
す
る
勤
務
編
成
を
奨
励
。
⑪
「
早
出
の
始

業
時
刻
」
で
は
、
早
朝
の
睡
眠
の
質
を
悪
化

さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
極
端
な
早
朝
始

業
の
回
避
を
求
め
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
看
護
職
場
で
は
「
前
残
業
」

と
い
っ
て
、
始
業
時
刻
前
に
出
勤
し
て
担
当

す
る
入
院
患
者
の
具
合
な
ど
の
情
報
収
集
や

指
示
の
確
認
な
ど
を
行
う
人
が
少
な
く
な
い
。

「
準
備
を
し
な
い
と
不
安
だ
っ
た
り
、
時
間

通
り
に
帰
宅
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
、

若
手
だ
け
で
な
く
ベ
テ
ラ
ン
で
も
早
く
来
る

人
が
い
る
。
そ
の
多
く
は
サ
ー
ビ
ス
残
業
に

な
っ
て
い
る
」（
小
川
常
任
理
事
）
の
だ
そ
う

だ
。

　

職
場
レ
ベ
ル
で
の
対
策
で
は
、
さ
ら
に
夜

勤
専
従
者
の
夜
勤
時
間
数
の
上
限
を
一
カ
月

一
四
四
時
間
と
し
て
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と

で
、
労
働
時
間
の
短
縮
や
専
従
期
間
の
制
限

な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
も
打
ち
出
し
て

い
る
。
総
夜
勤
時
間
を
一
四
四
時
間
と
す
る

根
拠
は
、
従
来
の
診
療
報
酬
算
定
用
件
の
一

四
四
時
間
を
目
安
に
し
た
。

改
善
で
き
る
項
目
か
ら
前
進
を

　

個
人
レ
ベ
ル
で
の
対
策
に
関
し
て
は
、
夜

勤
前
に
十
分
な
休
息
・
睡
眠
を
取
る
こ
と
や
、

夜
勤
中
の
業
務
の
段
取
り
の
工
夫
と
仮
眠
の

取
得
な
ど
に
努
め
る
よ
う
促
し
て
い
る
。

　

同
協
会
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
近
く

確
定
さ
せ
、
公
表
・
周
知
す
る
方
針
。
小
川

常
任
理
事
は
、「
未
だ
に
過
酷
な
職
場
で
働
い

て
い
る
看
護
師
は
多
い
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

内
容
は
、
勤
務
体
制
の
改
善
に
取
り
組
む
際

の
目
安
と
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
勤
務
編

成
の
基
準
案
の
一
一
項
目
す
べ
て
に
取
り
組

む
こ
と
は
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
看
護
師
は

真
面
目
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
基
準
が
出
さ
れ

る
と
、
す
べ
て
の
項
目
に
取
り
組
ま
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
が
ち
に
な
る
が
決
し
て
そ
う

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
の
実
態
を
踏

ま
え
、
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
の
リ
ス
ク
を
正

し
く
理
解
す
る
こ
と
で
、
一
つ
で
も
二
つ
で

も
改
善
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
も
ら
い

た
い
」
と
話
し
て
い
る
。

（
新
井
栄
三
）

図表１　夜勤・交代制勤務の勤務編成の基準案（2012年３月版)

項　目 基　　準

①勤務間隔時間 11 時間以上の間隔をあける

②勤務の拘束時間の長さ 拘束時間は 13 時間以内とする

③夜勤回数 3 交代制勤務では月 8回以内を基本とし、それ以外の交代制
勤務では労働時間等に応じた回数とする

④連続の夜勤回数 ２連続（２ 回）までとする

⑤連続勤務日数 5日以内とする

⑥休憩時間 夜勤の途中で 1 時間以上、日勤時は労働時間の長さと労働
負荷に応じた時間数を確保する

⑦夜勤時の仮眠 夜勤の途中で連続した仮眠時間を設定する

⑧夜勤後の休息（休日を含む） 1 回の夜勤後は概ね ２4 時間以上、２ 回連続夜勤の ２ 回目の
夜勤後には概ね 48 時間以上を確保する

⑨週末の連続休日 少なくとも 1 カ月に 1 回は土曜・日曜ともに前後に夜勤の
ない休日をつくる

⑩交代の方向性 正循環の交代周期とする

⑪早出の始業時刻 7時より前は避ける

日本看護協会 2012 年 3月　

図表２　一般病棟看護職員１人あたりの平均夜勤回数および職員数
（「一般病棟入院基本料」「特定機能病院：一般病棟入院基本料」「専門病院入院基本料」�

を算定している病院のみ集計）

３交代制（変則含） ２交代制（変則含）

件数 割合 件数 割合

０回  43   4.9％  68   6.1％

１～２回未満 - -   ２   0.２％

２～３回未満   ２   0.２％  16   1.4％

３～４回未満   9   1.0％ ２65  ２3.6％

４～５回未満  15   1.7％ 583  51.9％

５～６回未満  15   1.7％  87   7.7％

６～７回未満 105  1２.0％  19   1.7％

７～８回未満 31２  35.7％  ２3   ２.0％

８～９回未満 ２83  3２.3％  46   4.1％

９～ 10 回未満  7２   8.２％   8   0.7％

10 回以上  19   ２.２％   6   0.5％

計 875 100.0％ 1,1２3 100.0％

平均値 7.8 回 4.6 回

看護職員数 平均値　　90.0 人 平均値　　69.9 人

合計値　78,739 人 合計値　78,507 人

注１　夜勤専従者、夜勤 16 時間以下の者は除く
注２　夜勤回数の平均値は、一般病棟で夜勤に従事する看護職員数で加重平均
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看
護
師
や
医
師
な
ど
の
医
療
従
事
者
を
組

織
す
る
日
本
医
療
労
働
組
合
連
合
会
（
山
田

真
巳
子
委
員
長
、
約
一
四
万
七
〇
〇
〇
人
）

は
一
一
月
一
二
日
、「
二
〇
一
二
年
度
夜
勤
実

態
調
査
」
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

二
交
替
病
棟
で
一
六
時
間
以
上
の
長
時
間
夜

勤
が
減
少
す
る
等
の
一
定
の
改
善
が
み
ら
れ

る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
実
態
が
浮

か
び
上
が
っ
た
。

　

調
査
は
病
院
や
介
護
施
設
で
働
く
看
護
職

員
の
夜
勤
実
態
を
全
国
規
模
で
把
握
す
る
た

め
一
九
八
一
年
か
ら
毎
年
実
施
。
医
労
連
加

盟
組
合
（
単
組
、
支
部
、
分
会
）
の
あ
る
病

院
・
診
療
所
、
福
祉
施
設
で
、
二
四
時
間
交

代
制
勤
務
を
実
施
し
て
い
る
組
合
に
調
査
票

を
送
付
。
半
分
弱
に
あ
た
る
四
四
〇
施
設
、

三
〇
九
三
職
場
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

な
お
、
厚
労
省
は
昨
年
六
月
、
看
護
師
等

が
健
康
で
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す

る
た
め
、
五
局
（
医
政
局
、
労
働
基
準
局
、

職
業
安
定
局
、
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
、

保
険
局
）
が
連
名
で
通
知
（
看
護
師
等
の
「
雇

用
の
質
」
の
向
上
の
た
め
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
。
以
下
「
五
局
長
通
知
」）
を
出
し
た
。

今
回
の
調
査
は
、
日
本
医
労
連
と
し
て
「
五

局
長
通
知
」
後
、
初
め
て
行
う
集
約
と
な
る
。

夜
勤
実
態
は
三
交
代
が
七
割
強

　

医
療
現
場
で
は
、
夜
勤
を
含
む
交
代
制
勤

務
に
よ
り
、
厳
し
い
勤
務
環
境
に
置
か
れ
て

い
る
者
も
少
な
く
な
い
。
な
か
で
も
看
護
職

は
、
救
急
外
来
で
は
深
夜
、
早
朝
を
問
わ
ず

急
患
が
運
び
込
ま
れ
、
入
院
病
棟
で
は
二
四

時
間
体
制
で
患
者
の
命
を
預
か
る
。
そ
れ
に

伴
い
、
働
き
方
も
、
一
日
を
三
分
割
（
日
勤
、

準
夜
勤
、深
夜
勤
）
し
て
シ
フ
ト
を
く
む
「
三

交
代
制
」
二
分
割
（
日
勤
・
夜
勤
）
す
る
「
二

交
代
制
」
で
、
患
者
の
看
護
に
あ
た
る
。

　

調
査
で
は
、
二
交
代
病
棟
と
三
交
代
病
棟

の
割
合
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
そ
の
結
果
、
二

交
代
は
二
八
・
〇
％
と
昨
年
（
二
三
・
七
％
）

よ
り
四
・
三
％
増
加
し
た
。
一
方
、
三
交
代

は
七
二
・
〇
％
と
昨
年
（
七
六
・
三
％
）
よ

り
減
少
し
た
。
二
交
代
は
二
〇
〇
六
年
か
ら

増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
回
調
査
で
は
三
割
近

く
ま
で
達
し
た
（
図
表
１
）。

三
交
代
制
の
夜
勤
は
月
平
均

七
・
五
九
日

　

夜
勤
の
実
態
を
三
交
代
制
で
み
る
と
、
平

均
夜
勤
日
数
は
、
月
七
・
五
九
日
（
昨
年
七
・

六
三
日
）
と
な
っ
た
。
夜
勤
日
数
別
に
み
る

と
、
六
日
以
内
は
一
八
・
五
％
、
六
日
～
七

日
は
一
九
・
八
％
、
七
日
～
八
日
は
三
七
・

一
％
、
こ
れ
ら
の
合
計
で
あ
る
月
八
日
以
内

は
七
五
・
四
％
と
な
り
、
昨
年
（
七
三
・
八

％
）
よ
り
一
・
六
ポ
イ
ン
ト
改
善
し
た
。

　

一
方
、
一
〇
日
以
上
は
九
・
二
％
（
昨
年

同
率
）、
九
日
～
一
〇
日
は
一
五
・
五
％
（
昨

年
一
七
・
〇
％
）
で
、
こ
れ
ら
の
合
計
で
あ

る
月
九
日
以
上
は
二
四
・
七
％
と
な
っ
た
。

昨
年
実
績（
二
六
・
二
％
）

と
比
べ
る
と
、
一
・
五
ポ

イ
ン
ト
の
改
善
が
進
ん
で

い
る
。

　

一
九
九
二
年
に
成
立
し

た
「
看
護
師
等
の
人
材
確

保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」（
看
護
師
確
保
法
）
で

は
、
そ
の
基
本
指
針
に
お

い
て
、「
月
八
回
以
内
の
夜

勤
体
制
」
の
整
備
を
求
め

る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七

年
の
第
一
六
六
回
通
常
国

会
に
お
い
て
も
、
夜
勤
日

数
を
月
八
日
以
内
に
規
制

す
る
な
ど
看
護
師
確
保
法

等
の
改
正
を
求
め
る
決
議
を
全
会
一
致
で
採

択
し
た
。
看
護
師
確
保
法
の
基
本
指
針
に
抵

触
す
る
九
日
以
上
夜
勤
は
、
三
交
代
職
場
で

は
若
干
、
減
少
し
た
模
様
だ
。

二
交
代
制
夜
勤
は
月
平
均
四
・

〇
一
回

　

一
方
、
日
付
を
ま
た
い
で
仕
事
を
す
る
二

交
代
制
で
は
、
月
平
均
の
夜
勤
は
四
・
〇
一

回
と
な
り
、
昨
年
（
四
・
〇
三
回
）
よ
り
僅

か
に
改
善
し
た
。

　

夜
勤
回
数
別
に
み
る
と
、
月
三
回
以
下
は

二
八
・
二
％
（
昨
年
同
率
）、
三
・
五
回
～

四
回
は
四
〇
・
七
％
（
昨
年
四
一
・
三
％
）、

こ
れ
ら
の
合
計
で
あ
る
四
回
以
下
は
六
八
・

八
％
（
昨
年
六
九
・
五
％
）
と
若
干
、
減
少

し
て
い
る
。
し
か
し
、
四
・
五
回
～
五
回
は

二
二
・
〇
％
（
昨
年
二
一
・
九
％
）、
五
・

五
回
以
上
は
九
・
二
％
（
昨
年
八
・
六
％
）、

こ
れ
ら
の
合
計
で
あ
る
月
四
・
五
回
以
上
は

三
一
・
二
％
（
昨
年
三
〇
・
五
％
）
に
増
加
。

二
交
代
で
は
、
昨
年
と
比
較
し
、
四
回
以
下

が
減
少
す
る
一
方
、
指
針
に
抵
触
す
る
四
・

五
回
以
上
が
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
交
代
夜
勤
が
減
少
し
な
い
背
景
に
つ
い

て
、
三
浦
宜
子
中
央
執
行
委
員
は
「
問
題
の

根
本
に
は
、
看
護
師
不
足
が
あ
る
。
二
〇
〇

六
年
の
診
療
報
酬
改
定
で
、
看
護
師
の
配
置

基
準
が
見
直
さ
れ
、
入
院
患
者
七
人
に
対
し

看
護
職
員
一
人
が
配
置
さ
れ
る
七
対
一
入
院

基
本
料
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
を
満
た

せ
ば
、
病
院
の
報
酬
が
増
え
る
。
今
回
の
調

査
結
果
で
は
、
二
交
代
職
場
の
方
が
三
交
代

以
上
に
七
対
一
を
取
得
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
く
、
ゆ
と
り
の
な
い
人
員
で
七
対
一
を
取

得
し
て
い
る
こ
と
が
夜
勤
回
数
の
増
加
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
み
て
い

る
。

 
長
時
間
夜
勤
の
減
少
な
ど
の
改
善
が
み
ら
れ
る
が
、

 　
　
　
　
　
　
　

依
然
厳
し
い
勤
務
実
態

日
本
医
労
連
「
二
〇
一
二
年
度　

夜
勤
実
態
調
査
」　　

93.5%

92.3%

92.6%

91.5%

91.7%

91.5%

91.7%

88.7%

87.5%

83.3%
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74.5%

76.3%

72.0%

6.5%

7.7%

7.4%

8.5%
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12.5%

16.7%

17.6%
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図表１　２交代病棟と３交代病棟の割合
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五
局
長
通
知
が
浸
透
の
兆
し

　

二
交
代
勤
務
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
一
六

時
間
以
上
の
長
時
間
勤
務
の
病
棟
が
五
二
・

五
％
と
全
体
の
半
数
近
く
を
占
め
る
。
た
だ

し
、
昨
年
実
績
（
六
二
・
八
％
）
と
比
べ
る

と
、
一
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
お
り
、

経
年
推
移
で
み
る
と
、
長
時
間
二
交
代
の
労

働
時
間
の
改
善
が
進
ん
だ
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
う
し
た
数
値
の
改
善
に
つ
い
て
、
日

本
医
労
連
で
は
、「
昨
年
出
さ
れ
た
五
局
長
通

知
で
は
、
労
働
時
間
の
改
善
を
図
る
責
任
者

を
置
く
こ
と
を
求
め
、
各
地
の
労
働
局
で
は

労
働
基
準
法
遵
守
の
研
修
会
も
実
施
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
地
道
な
取
り
組
み
が
、
現
場

に
浸
透
し
は
じ
め
て
、
数
値
の
改
善
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（
三
浦
執
行
委

員
）
と
み
て
い
る
。

　

二
交
代
の
長
時
間
夜
勤
の
見
直
し
は
、
人

員
ベ
ー
ス
の
数
値
で
も
確
認
で
き
る
。
看
護

職
員
数（
看
護
師
数
と
准
看
護
師
数
の
合
計
）

で
み
る
と
、
一
六
時
間
以
上
は
四
八
・
九
％

（
昨
年
六
一
・
〇
％
）、
看
護
要
員
数
（
看

護
職
員
数
と
看
護
補
助
者
数
の
合
計
）
で
は

五
二
・
二
％
（
昨
年
六
四
・
〇
％
）
と
、
い

ず
れ
も
昨
年
よ
り
改
善
が
進
む
。

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
は
一
二

時
間
以
下
が
七
五
・
四
％

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
五
七
号
勧
告
で
は
、「
勤
務
と
勤

務
の
間
に
少
な
く
と
も
連
続
一
二
時
間
以
上

の
休
憩
期
間
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
る
。
五
局
長
通
知
に
お
い
て
も
、「
十

分
な
勤
務
間
隔
（
イ
ン
タ
ー
バ
ル
）
の
確
保

を
含
め
、
よ
り
負
担
の
少
な
い
交
代
制
に
向

け
た
取
り
組
み
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
」
と
勤
務
環
境
の
改
善
を
求
め
る
。

　

調
査
で
は
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
に
つ

い
て
も
尋
ね
た
。
も
っ
と
も
短
い
「
八
時
間

以
下
」
は
五
七
・
五
％
（
昨
年
六
三
・
一
％
）、

「
八
時
間
～
一
二
時
間
以
下
」
は
一
七
・
九

％
（
昨
年
一
六
・
二
％
）
と
な
り
、
こ
れ
ら

の
合
計
で
あ
る「
一
二
時
間
以
下
」は
七
五
・

四
％
（
昨
年
七
九
・
三
％
）
と
な
っ
た
。
昨

年
と
比
べ
る
と
、
三
・
九
ポ
イ
ン
ト
減
で
わ

ず
か
な
改
善
が
み
ら
れ
る
が
、
依
然
と
し
て

目
安
と
な
る
一
二
時
間
を
確
保
で
き
て
い
な

い
職
場
が
四
分
の
三
を
占
め
る
。

五
〇
床
の
平
均
職
員
は
約
三
〇
人

　

医
療
の
高
度
化
や
複
雑
化
に
伴
い
、
現
場

で
は
、
資
格
を
も
っ
た
看
護
師
や
准
看
護
師

だ
け
で
な
く
、
看
護
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
多
種
多

様
な
ス
タ
ッ
フ
が
配
置
さ
れ
、相
互
に
連
携
・

補
完
し
合
い
な
が
ら
、
仕
事
を
進
め
る
。

　

調
査
で
は
、
看
護
師
と
准
看
護
師
を
あ
わ

せ
た
看
護
職
員
数
、
さ
ら
に
看
護
ヘ
ル
パ
ー

も
含
め
た
看
護
要
員
数
の
五
〇
床
あ
た
り
の

人
員
配
置
を
尋
ね
た
。

　

三
交
代
職
場
の
五
〇
床
あ
た
り
の
看
護
職

員
数
配
置
は
平
均
二
九
・
五
人
と
な
り
、
昨

年
（
平
均
三
〇
・
一
人
）
よ
り
〇
・
六
人
減

少
し
た
。
経
年
推
移
で
み
る
と
、
二
〇
〇
八

年
（
二
六
・
六
人
）、
二
〇
〇
九
年
（
二
七
・

五
人
）、
二
〇
一
〇
年
（
二
九
・
五
人
）、
二

〇
一
一
年
（
三
〇
・
一
人
）
と
増
加
し
て
き

た
が
、
二
〇
一
二
年
は
二
九
・
五
人
と
減
少

に
転
じ
た
（
図
表
２
）。

　

一
方
、
二
交
代
職
場
の
人
員
配
置
は
、
五

〇
床
あ
た
り
平
均
二
九
・
八
人
と
な
り
、
前

年
（
二
七
・
五
人
）
よ
り
二
・
三
人
増
加
し

た
。
経
年
推
移
で
も
、二
〇
〇
六
年
（
二
一
・

〇
人
）、
二
〇
〇
七
年
（
二
四
・
六
人
）、
二

〇
〇
八
年
（
二
四
・
四
人
）、二
〇
〇
九
年
（
二

五
・
三
人
）、
二
〇
一
〇
年
（
二
六
・
五
人
）、

二
〇
一
一
年
（
二
七
・
五
人
）
と
増
加
傾
向

に
あ
る
（
図
表
３
）。
三
交
代
、
二
交
代
と

も
に
、
五
〇
床
あ
た
り
の
人
員
配
置
は
拮
抗

し
て
い
る
模
様
だ
。

職
場
と
地
域
で
夜
勤
改
善
の
取

り
組
み
を

　

二
〇
〇
六
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
伴
い
、

「
七
対
一
」
入
院
基
本
料
を
取
得
す
る
職
場

は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
一
般
病
棟
で
み
る
と
、

「
七
対
一
」
は
一
三
一
三
職
場
（
七
〇
・
六

％
）、「
一
〇
対
一
」
は
四
八
三
職
場
（
二
六
・

〇
％
）、「
一
三
対
一
」
は
一
八
職
場
（
一
・

〇
％
）、「
一
五
対
一
」
は
一
九
職
場
（
一
・

〇
％
）
と
な
る
。

　

こ
の
う
ち
「
七
対
一
」
職
場
を
経
年
推
移

で
み
る
と
、
二
〇
〇
九
年
度
は
三
九
・
二
％

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
二
〇
一
〇
年

度
に
は
六
〇
・
五
％
と
急
増
。
そ
の
後
も
二

〇
一
一
年
度
は
六
四
・
四
％
、
二
〇
一
二
年

度
は
七
〇
・
六
％
と
増
え
続
け
て
い
る
。
こ

う
し
た
動
き
に
つ
い
て
、「
ゆ
と
り
を
も
っ
た

看
護
体
制
が
不
十
分
な
ま
ま
、
経
営
上
の
理

由
か
ら
ギ
リ
ギ
リ
の
人
数
で
七
対
一
を
取
得

す
る
病
院
も
少
な
く
な
く
、
看
護
現
場
の
負

担
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
」

と
三
浦
さ
ん
は
み
て
い
る
。

　

今
回
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
日
本
医
労

連
の
山
田
委
員
長
は
、「
長
時
間
夜
勤
の
見
直

し
は
一
定
程
度
進
ん
だ
と
も
い
え
る
。
し
か

し
、
依
然
と
し
て
半
数
近
く
の
職
場
で
は
長

時
間
夜
勤
に
従
事
し
て
い
る
。
夜
勤
や
長
時

間
労
働
が
心
身
に
与
え
る
有
害
性
は
明
ら
か

で
あ
り
、
安
全
・
安
心
の
医
療
を
継
続
し
て

提
供
す
る
に
は
職
場
の
労
働
条
件
の
改
善
は

待
っ
た
な
し
の
状
況
に
あ
る
。
昨
年
出
さ
れ

た
五
局
長
通
知
は
現
場
に
も
少
し
ず
つ
浸
透

し
は
じ
め
て
い
る
。
特
に
労
働
局
で
の
研
修

は
奏
功
し
て
い
る
。
今
後
は
、
五
局
長
通
知

を
職
場
で
実
効
あ
る
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
夜
勤
実
態
調
査
結
果
と
あ

わ
せ
て
、
職
場
と
地
域
で
夜
勤
改
善
の
動
き

を
広
げ
て
い
く
」
と
話
し
て
い
る
。

（
遠
藤　

彰
）

図表２　５0床あたりの看護職員・看護要員数の
経年推移（３交代）

図表３　５0床あたりの看護職員・看護要員数の
経年推移（２交代）
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